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r日

は

じ

め

に

J、
円問

転
川
約
♂
出
荷
を
め
く
る
議
p
耐
は
、
州
知
の
よ
う
に
、
話
勺
斗
八
人
ー
か
叫
日
並
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）
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説
記
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は
か
ば
り
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が
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一
章
で
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介
す
る
よ
う
に
、
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以
似
の
川
釈
が
あ
り
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こ
で
の
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八
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川
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守
し
て
は
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仁
川
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＋
判
ず
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約
質
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取
汗
け
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司
能
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司
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還
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付
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ら
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台
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日
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さ
れ
た
物
と
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に
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h

一
れ
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右
体
的
に
は
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合
し
に
い
る
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刈
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安
門
ん
が
な
い
か
、
ー
も
し
く
は
従
物

／
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し
て
給
与
r
し
て
h

る
ヨ
じ
り
物
を
、
引
、
出
山
内
際
に
そ
の
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州
布
怪
を
明
保
行
一
J
I
，
L
て
、
引
き
渡
し
止
場
台
に
は
、
こ
の
物
の

J

川
自
r
ザ
は
、

引
渡
と
ご
も
に
、
占
有
者
？
引
こ
う
れ
に
つ
き
受
用
に
っ
こ
k

け
反
対
請
求
権
に
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を
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川ト何者、炉、

F
J
山
伎
の
戸
山
に
、
同
復
を
求
め
ら
れ
た
幼
と
結
合
し
て
伝
わ
、
償
還
を
得
て
い
ん
品
い
吻
に
つ
い
て
所
主
権
を
留
保
証
に
～
場

合
に
は
、
庁
、
の
物
を
回
復
さ
れ
た
物
か

J

分
離
し
、
分
離
に
よ
コ
て
討
伐
さ
れ
行
物
に
牛
ヒ
ヒ
絹
傷
に
つ
い
て
の
往
還
の
の
ち
に
、
一
叫

去－
J
る
拘
引
刊
を
浩
子
る
つ
山
い
F
七
C
A
引
は
、
一
附
右
打
者
の
要
ぷ
に
よ
り
、
結
ら
「
し
て
い
る
物
ド
げ
離
後
に
1
1右
者
に
と
っ
て
右
－
J
る
制
値
の
償

還
と
引
泊
山
に
、
記
入
U
Lて
い
る
物
宝
古
川
百
者
の
も
と
に
こ
と
止
る
義
務
を
長
う
。
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行
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デ
ソ
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法
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迷
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＼
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仲
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｛
止
に
分
か
れ
る
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占
t

に
つ
い
司
て
し
は
、
瓜
行
法
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、

一
町
一

そ
れ
に
泣
い
段
清
て
あ
る
、
当
時
心
ラ

f
ヒ
一
一
山
会
に
お
い
て
店
主
審
議
の
多
毛
に
吐
い
さ
れ
え
と
佐
川
手
れ
る
覚
え
書
き

が
あ
り
、
込
山
苫
の
考
え
の
い
」
心
段
唱
で
の
要
約
と
し
て
参
凶
’
で
き
る
円
一
村
立
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
h

に
引
用
し

条
数
に
は
、

現
行
伐
の
も
の
i
o併
記
し
た
J
J

お
く
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占
有
ヌ
げ
か
均
に
対
い
で
出
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制
し
た
青
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協
泣
」
ノ
〆
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求
め
る
権
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に
つ
い
て
は
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仁
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y
h
a
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行
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九
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千
］
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の
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数
と
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約
七
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h
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七
J
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一
一
一
一
一
条
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rJ右
者

／）臨む玄
lue十
者
、
必
要
費
一
そ
の
他
の
特
一
町
中
区
則
的
了
る
コ
主
意
占
治
者
は
訴
訟
係
〕
判
官
…
に
向
指
1

）
た
必
要
費
に
つ

L
て
、
川
e十
者
か

ら
常
に
信
還
請
求
で
き
る
。
し
か
3

〆
、
公

F

一
と
合
日
的
刊
の
哩
ヨ
か

y
J

、
沼
山
市
の
似
凶
作
費
い
い
［
川
の
償
還
は
、
出
荷
有
に
以
芯
が
三
こ
ま
る

八
条
項
二
『
止
［
現
行
法
九
九
同
条

駅
間
に
つ
い
て
は
必
定
さ
れ
る

z
f九
三
日
必
w
k
己
主
以
外
に
つ
h

て
は
、
本
草
案
は
、

苔
店
i
H
有
者
に
は
、

訴
訟
係
属
ま
で
は
、
円
百
九
用
出
担
山
r川J
、
所
有
者
が
物
J
V

－J
取判

H
rる
同
点
、
円
し
は
お
そ
り
受
用
に
よ
一
て
物
。
悩
院
が

円
同
社
ら
れ
て
い
る
以
り
で
償
泣
請
求
権
を
h
7
え
る

（
九
八
円

J

条
（
現
r什
法
九
九
六
条
」
仁
川
法
意
占
有
者
～
品
門
内
旦
円
一
打
者
も
訴
必
係
官
後
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は
同
松
さ
れ
る
が
）
に
は
、
こ
れ
に
一
付
し
て
、
必
要
脅
に
つ
い
亡
の
み
償
庭
訪
ぷ
権
が
当
え
ら
れ
、
、
ブ
炉
、
へ

弔務時？制中い心中市川
P

し
い
も

と
つ
い
て
の
み
片
v

え
ら
れ
る
r

九
十
〕
八
久
人
お
二

my
「
現
行
庁
、
九
丸
川
条
第
二
品
目
ノ
）
。
し
た
が
っ
て
、
組
立
卜
円
心
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有
は
、
必
支
持
い
（
に
つ
い

J、
円問

亡
、
そ
れ
か
所
主
有
の
現
実
の
も
じ
く
は
控
f

心
的
苦
刊
行
山
一
致
し
、
ま
た
は
所
会
主
に

4
2
1、
追
認
さ
れ
る
場
合
に
の
人
位
川
空
間
求
で
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Q
o

、
一
出
品
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は
、
山
は
つ
」
が
費
用
心
結
刊
小
／
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ぶ

1
L

取
お
7
v
h
J

も
の
を
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ψ
i訓
吋
L
灯
心
規
定
に
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一
て
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す
る
義

務
の
’
m

を’」
R
F
つ

条
羽
行
法
六
ヘ
＝
条
、
ー
ハ
八
同
条
｝

ハJ
U
〈
）

hm
末
、
ー
ハ
〕

け
有
者
し
は
一
U
ら
出
指
し
た
山
賀
川
明
の
償
還
を
請
求
し
う
る
の
円
以
ら
ず
、

口
己
、
か
そ
の
権
利
承
料
者
2
な
っ
た
前
y

門
有
者
の
受
刑
に
つ

十
い
司
て
も
、
し
か
も
、
前
門
有
者
が
料
を
ほ
一
出
品
し
た
と
「
れ
ば
償
還
講
求
で
き
た
は
ず
の
釘
↓
剖
で
、
請
求
で
、
ざ
る

ヘh
J
八一一丸木

培
一
一
呪

／山氏
h
h
u
h／久市

的（
J

J

ょ副

i
h者
研
一
け
有
苫
で
ふ
り
っ
た
と
す
れ
ば
、
占
有
者
は
前

L有
者
か
ら
所
有
梧
を
取
得
L
h
l一
で
め
〈
ご
つ
よ
う

何百安川十が」
J

え
ら
れ
れ
ば
、
わ
ノ
な
く
J
も
、
り
川
占
有
高
む
償
法
語
求
梧
が
口
有
名
に
砂
れ
す
る
、
一
と
が
l
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
忠
わ
れ

る
し
他
お
で
は
、
九
八
一
条
一
取
｛
段
行
法
九
孔
北
条
一
頃
は
古
存
者
の
た
め
に
、
所
h
J
V
告
の
償
演
義
務
を
彼
が
所
台
権
を
収
作
す

る
訴
に
出
摘
さ
れ
た
費
山
市
に
佐
張
し
て
い
る
勺

所
生
者
へ
の
考
市
は
、

ι下
の
こ
L
y
h
v
c

災
す
け
「
る
、

？
な
わ
ち
、

t
J右中
Zγ
に
は
、
同
一
の
授
川
償
恒
三
岡
本
怯
の
行
使
は
、

所
も
や
イ
ィ
が

初
を
一
円
改
得
「
る
か
止
は
貴
い
市
山
ね
を
追
認

rる
か
、
〕
た
場
合
山
の
み
一
許
δ
れ
る
こ
と
で
あ
る

九
八

μ
条

文

［
一
円
一
）
久
十
日

文）

t
Lか
L
、
物
の
再
取
得
後
ー
さ
一
、
F

条
件
な
償
選
義
務
、
れ
に
辺
行
制
伯
l
討
の
寺
山
地
主
く
訟
の
J

れ
る
必
要
事
H

に
つ
い
て
は
、

ぬ
ム
口
に
仇
つ
て
は
、
所
有
者
に
泡
交
の
ハ
H
H
U
叫
を
課
す
る
こ
ζ

に
な
λ
J
h
L

’
て
の
も
で
フ
な
伽
条
件
お
茶
務
即
日
v

止
当
化
さ
れ
る
の
は
、
所
む

者
が
l
川
有
者
に
よ
ノ
て
償
還
請
求
掠
り
匂
似
の
も
ζ

に
淀
伏
さ
れ
た
物
心
町
一
交
領
L
た
か
、

メ
は
池
内
刀
法
で
費
用
問
摂
を
忌
認
「
迫

認
～
し
た
場
ム
円
で
あ
る
n

こ
れ
は
対
L
、
占
有
者
が
物
中
一
留
が
日
〈
忍
湿
し
ー
た
場
合
、
い
え
ば
r
M
G
者
向
ー
ア
れ
以
外
の
方
法
C
物
」
／
｝
ヰ
取

得
し

所
有
者
は
費
川
刷
わ
よ
爪
認
三
て
ぽ

物
の
返
却
に
よ
JJ

て九町
μ仏

1
h
J
C
3
J
t
p
J
J
J

し
よ
J
砕い
Y

叫
官
官
百

V
炉
供
匹
、
J
、つ

t
p
v二
ゃ
ん

J
J
F
J
γ
t
i

－－
2
7
i
i
人一一川、，－
P

7

｝、ー

は
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さ
れ
る
拘
阪
が
守
之
、
り
れ
る

に
合
設
す
る

々
八
六
条
二
文
て
え
［
現
行
法
ふ
り
C

久古一一丸

一
に
所
生
者
の
利
vu

「ノ一、、ノ」、

o
J
J
d
f
v
 

ー
円
治
u

昔
に
は
、

彼
が
物
を
塁
遣
し
h
l

は
、
信
審
訂
以
桧
の
行
使
は
、
所
右
釘
が
訂
本
陸
の
留
保
心
主
と

ミし
ρ
f
J
H
L

、

ミ
提
供
さ
れ
た
物
を
叉
向
子
る
か
そ
の
他
の
方
法
で
安
川
中
承
認
し
た
の
と
は
勾
い
限
り
、
短
期
除
斥
期
間
の
刊
で
の
み
許
さ
れ
る

九
八
六
条

（
現
行
法

。
パ
ノ
条
ご
。

以
】
の
よ
う
に
、
主
体
一
凶
で
は
、
償
還
ル
ー
ル
は
、
者
意
思
立
て
の
j
d
hセ
基
礎
に
泣
き
つ
つ
、
費
用
の
分
知
、
小
当
利
旬
、
車
内
外
J

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

管
理
か
参
照
さ
れ
て
レ
る
＝

ま
た
、
費
用
山
山
招
役
心
当
半
者
三
父
え
に
汁
処
す
る
ル
l
ル
ペ
M

↓
わ
る
し
ァ
統
一
向
で
は
、

憤
辺
諸

k
詳
の
行

伎
は
正
一
白
者
保
護
の
す
に
め
に

川
市
内
刊
者
心
物
心
正
い
取
得
も
1
〈
は
迫
立
に
依
F

汀
沢
、
吠
ら
れ
て
い
る
こ
と

さ
ら
に

一
中
ム
判
長
に
よ
匂
費

川
市
む
！
仏
識
で
の
迫
川
北
川
d

な
い
間
以
り
、

物一一

ι取
得
し
C
も
償
法
語
求
梧
の
わ
使
は
↓
W
M

期
除
一
片
期
間
に
m刊
す
7
2
と
や
返
法
権
に

I
る昭一

放
に
よ
り
所
有
者
い
か
似
護
v
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
℃
あ
る

d

上
有
名
の
費
削
償
還
詰
求
権
は
、

初
心
J
J

波
訴
は
ρ日
直
権
に
よ
り
浩
一
情
的
に
保
護
さ
れ
る
が
、

返
還
し
二
お
ふ
n
ど
は
、

こ
の
下
で
つ
｝
山
、

智ハ

uu追
認
す
作
な
い
限
れ
ノ
、

短
期
除
尺
苅
附
や
所
右
文

の
制
約
ゃ
受
け
る

r

ーソち
A
7
1
：
り
は
、
費
用
追
認
の
一
吋
否
を
問
う
が

亡
、
物
し
ず
り
の
荷
札
楼
を
得
る
溝
上
？
閃
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
長
終
的
な
現
民
法
の
一
日
目
以
り
阿
と
一
百
コ
て
よ
い
一

実
科
的

7

一
科

＋円一－
z茶

一
第
安
門
は
ム
ム
に
お
け
る
第
読
ん
h

卒
業
）

Fえ
件，，

ノー！ι

う十去

E
I
ム九一一一六失！万

口
今
判
苔
は
、

h
H
己
が
物
に
対
し
て
山
川
お
し
に
皆
川
肘
に
つ
L
て、

イj

J『

i
E
一
八
五
九
イ

現
↓
）

ー
門
有
者
も
し
く
は

（
也
ム
下
一
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r日

功
の
内
山
引
制
刊
の
川
中
則
市
、
乙
v
J
て
、
智
一
日
間
ぃ
、
。
り
、
f

則
之
の
財
出
か
ら
利
料
、
「
人
限
り
で
、
所
p

市
uzfrり山

V
泣
尽
を
訂
J

入
、
で
き
る
）

Q
R
 

日ーυ
 

2
 

4
 

也
、
－
川
右
者
が
一
昨
有
者
か
、
コ
少
な
く
、
、
J

品
川
の
物
が
八
刀
閣
内
問
に
令
」
ヲ
る
で
あ
ろ
う
価
値
勺
恒
還
を
走
行
な
川
…
場
合
に
は
、

l
川
右
者
等
は
、
羽
ハつ，1

 a
 

”T
 

l
 

m
M
 

へ
ど
い
れ
一
人

4
条
阿
頃
ヱ
九
一
一
ハ
一
年
、
［
現
ろ
し
法
九
九

イ匁i

t、

水
古
川
義
務
が
牛
1

〕
な
い
限
り
で
の
、

ハ
ノ
あ
州
小
M
A
J

rν

話
、
ィ

J、
円問

1hlv

位
一
遣
問
か
り
ん
が
聞
き
れ
る

「
耕
地
江
）
安
川
小
、
返
還
す
べ
き
物
乙
別
の
物
ド
ヰ
員
約
検
成
部
分
ど
し
っ
、
結
九
i
T
ν

て
い
る
形
を
と
る
ぬ
れ
で
、
ム
門
有
者
も
し
く
は

こ
の
引
の
物
を
以
下
山
す
る
椛
引
判
官
右
ず
る
。
し
か
し
円
引
者
サ
は
企
者
「
べ
き
物
宇
一
」
の
負
担
で
版
以
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
レ
。

ま
ず
、
賛
同
叶
に
ウ
い
こ
、
そ
の
れ
沖
約
効
果
が
何
ら
か
の
形
で
物
わ
が
れ
利
者
の
利
大
m
と
な
る
も
の
1
3
k

述
べ
た
あ
と
で
、
定
義
規
ど
が

内
引
く
と
も
日
一
い
た
用
L

お
け
る
弘
併
は
な
い
ー
と
述
べ
る

去
A
V
j
h
l

コ

川
山
者
（
り
棺
利
が
心
絞
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
い
う
費
用
に
は
企
ま
れ
な
い
と
弘
明
す
る
。

当
時
の
広
行
花
氏
が
札
印
さ
れ
七
…
と
で
、
ハ
γ
凸
奈
川
い
、
不
当
利
刊
刊
の
問
問
占
で
費
用
慣
泣
ー
ピ
M
M
h
m
ノ
ブ
フ
ン
ス
民
日
出
則
に
従
h
m
J
J
注

べ
る
c

肘
必
変
一
見
出

J

慣
失
去
の
意
思
な
く
い
て
牢
ず
る
〉
い
う
第

ハ
〒
，
条
に
お
日
る
不
当
利
得
規
定
の
末
広
に
間
か
れ
た

S
E
－－
c

E
d々

5
5
n

（

i
凶
八
条
項
）

の
交
仰
け
は
満
l

心
さ
れ
て
い
る
と

ご
」
引
、
凶
品
、

有
ア
r

の
行
為
に
よ
る
が
、

七
れ
は
利
必
至
A
f
h
の

川
町
疋
に
判
か
が
り
え
ら
れ
ん
に

去
の
で
は
勾
い
か
ら

L
t
こ
こ
ミ
ば
、

い
い
十
何
者
に
J
る
菅
、
用
品
提
）
い
う
ド
実
ピ

よ
〉

f
L

、
利
益
を
刊
わ
い
て
い
令
所
む
討
に
対
ト
J

る
山
口
ヤ
引
の
友
金
な
請
し
ぶ
棒
が
根
拠
づ

て
お
り
、

の
よ
う
に
）
所
有
者

の
返
却
請
主
権
心
以
下
な
る
制
約
・
条
件
つ
日
で
は
な
く
、
ー
込
山
理
尋
問
ぷ
一
f
J

る
蓄
と
仁
川
有
名
の
特
別
な
持
係

tydり
必
要
に
な
る
、

2
2

L】

F
4
5
2
2
2
5
2
の
悼
む
乙
修
ー
止
の
み
が
出
定
、
予
る
べ
き
で
あ
る
こ
。
普
通
法
で
は
、
償
却
義
務
を
例
外
的
優
遇
と
児
ー
γ
p
～
め
、
可
じ

意
山
有
者
や
不
法
行
為
門
有
者

ι対
し
て
タ
ハ
以
な
レ
し
制
限
す
る
、
一
と
が
で
き

rが、
本
草
案
の
？
リ
場
カ
ら
は
、
か
よ
う
主
制
限
は
L
け



右
者
に
対
す
る
私
的
刑
罰

r
L
φ
向
ヴ
ハ
V
J

一

裁
判
円
に
義
務
詳
の
個
人
的
事
桁
を
考
慮
ー
〆
て
依
還
義
務
を
軽
減
も
し
く
は
日
加
除
す
る
権
限
、
ョ
り
げ
ん
で
い
ん
浜
、

よ
え
な
考
慮
は
ぷ
当
利
得
般
に
つ
い
に
J
h

本
事
例
に
つ
い
て
ふ
本
草
案
の
リ
同
明
か
ら
は
J

I

当
化
さ
れ
江
い
ロ
ぞ
れ
は
、

普
通
法
は
、

日
J
3

、
2γ

仁

f
ぶ
1
〈
不
ぃ
r
h
M
J
q
i
J
J
1

す
る
か
石
か
に
つ
い
ザ
｛
、
、
恒
例
列
信
者
心
人
十
財
一
昨
状
能
、
か
ど
γ
握
さ
れ
る
、
と
い
う
形
ゲ
、

uv」
化
さ
れ
る
ハ

物
の
日
公
一
に
ふ
コ
て
一
日
一
ス
領
者
二
必
ず
る
利
H
N
鋲
に
宮
ゴ
0
2
7
Q

ド
い
は
、
な
ん
ら
般
不
当
初
同
伴
氏
か
ら
の
維
～
況
を
ム
日

ιで
い
沿
い
n

利一

停
は
仕
司
令
－
は
に
貸
出
出
納
の
時
点
で
J

仲
じ
と
い
る
が

所
有
者
に
と
ハ
f
L
N目
JJ

刷
物
志
味
ど
獲
得
「
る
の
は

所
有
者
げ
か
物
を
再
収
得
し

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

心
時
山
’
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
同
点
で
費
用
の
効
果
、
主
行
人
似
し
な
け
れ
ば
、

司
ず
ど
寸
立

νHA山汎
l

j

亡
、
る
こ
と
こ
主
、

λrc
こ
こ
、

1
d
I
j
t戸

？守

I
d
－

－
L
！

γ
l
一
！
？

i

L

J

J

i

t

J

7

う

々

司
V

利
符
（
り
ド
J
U
減
と
！
リ
一
置
す
る
の

C
は
dqJ
＼

償
還
ポ
ぷ
高
が
利
符
の
存
続
中
」
i

リ
壬
せ
ね
ば
と
ら
と
い

山
判
を
再
取
行
寸

J

一
前
に
償
」
出
」
請
求
権
一
一
行
法
「
る
こ
と
の
郎
難
、
す
な
わ
ら
ザ
ぃ
決
時
に
信
泣
績
は
伴
ρ
心
し
て
い
な
い
点
は
、
判
決
一
一

制
限
的
か
つ
条
件
付
で
丑
ソ
＼
こ
と
で
所
計
さ
れ
る
と

ト
ベ
了
草
川
支
は
、
普
通
は
に
従
い
、

品
当
L
1
有
者
が
わ
ポ
L
t
浜
国
主
義
務
2

ど
角
（
わ
と
い
湯
む
に
は
、
メ
の
限
り
で
償
問
哩
初
か
つ
控
除
さ
れ
る
iv

引
を
採
る

J

収
心
返
還
設
が
免
除
は
公
平
に
河
市
す
る
例
外
足
立
だ
が
、

信回以
4

一
札
一
知
が
成
げ
す
る
場
合
に
は
ヂ
公
一
i
v
y
b
7
7
0
、三

レ
生
切
断
す
る
百
味
も
も
っ

じ

山
F

七
五
有
心
物
の
結
〈
い
が
本
質
的
叫
悼
式
お
か
r
一
主
る
は
吻
戸
に
は
、
附
〈
い
に
1
6
り
川
i
h
持
は
移
行
、
、
利
自
作
償
法
義
務
昨
日
vp
生
ず
る
が
、
右

記
何

J

凡
v

凡
の
私
来
、
7
v
て

信
立
h

仰
は

私
人
」
物
が
F
刀
併
後
に
有
す
る
術
品
聞
の
街
に
一
ク
ロ
ム
土
り
な
い
場
合
が
あ
れ
う
る

J

、
」
の
よ
う

立
場
合
の
ト
、
め
に
、
間
八
じ
り
効
叫
が
を
山
制
川
町
山
し
、
占
有
名
の
い
出
状
一
川
復
義
務
を
伴
っ
て
、
出
羽
怪
の
川
変
更
を
も
に

Jr分
離
に
以
土
が

討
さ
れ
る
日
｝
い
〈
が
公
平
で
為
る
こ
。

安
羽
償
法
請
求
権
は

F
U、半）

I

内
右
者

rFvZ戸
内

N
2）
と

F汁
ん
で
、
白

ι？
｛
川
右
者
、
吋
コ
一
d
5
2）
に
も
与
え
ら
れ
る
が
、
没
者
に
つ

そ
の

自
制
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r日

f
l
L
争
点
、

L
一
l
r

何
々
の
債
権
関
係
の
お
則
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
た
与
な
L
C

J、
円問

以
卜
の
説
明
を
さ
ら
に
市
北
約

L
て
お
ノ
、
。

費
用
の
定
義

、」い」九三片付

ー
山
一
以
前
日
が
与
え
ら
れ
た
仁
で
定
元
規
定
は
京
併
が
な
い
か
ら
小
要
と
す
る
n

附
台
こ
の
湾
当
で
は
、
、
土
物
の
本
質

り
日
出
荷
成
部
分
化
壮
一
r
削
円
い
と
し
て
安
川
に
合
ま
、
れ
る
と
「
る
c

小
4
1
利
得

cω
関
連

ま
ず
、
草
案
は
費
用
償
問
胤
を
不
当
利
作
の
観
占
、
か
ら
扱
斗
フ
ラ
ン
ス
よ
し
に
徒
、
つ
こ
と
を
吉
一
μ
「
る
第
一

uf山
長
段
潜
で
は
、
打
巨
人
情
、
A

済
U
比
定
か
ら
始
ま
る
構
成
で
あ
り
、
費
吊
償
還
し
は
そ
の
よ
う
た
似
な
か
ら
、
不
当
利
得
の
節
、
り
末
尾
の
九
一
八
タ
ん
が
規
定
す
る
、
従
失

V
告
の
込
山
忠
に
其
づ
7MJ
広
い
列
ね
ん
乙
扱
う
η
C
口
伝
2
c
出口ぺ

2
戸

Z
、
り
桔
と
じ
V
f
J
μ

づ
け
ら
れ
る

d

ム
有
者
、
U
行
為
に
も
と
つ
く
が
、
メ

れ
は
悩
K
A
Z
口
一
財
涼
に
出
回
制

d
る

一N
5
2ロ
号
ロ
）
も
の
で
は
な
い
と
託
切
さ
れ
る
勺
そ
れ
は
、

E
d伝
と
見
な
れ
、
単
な
る
以
遠
詰

早
川
怖
の
制
約
や
条
件
づ
け
で
は
な
く
、
完
全
1

守
請
求
権
が
当
え
ら
れ
る
と
す
る
c

た
だ
、
h

込
山
魁
請
求
者
乙
ム
寸
事
y
p
の
特
別
h
a
関
係
か
ら

必

thと
な
ゐ
前
完

t
防
防
半
が
反
｛
比
さ
れ
る
必
川
女
が
あ
る
と
す
一
る
）

ワ
打
者
の
種
制
剤
、
と
似
体
一
必

普
通
法
は
結
還
を
例
外
的
れ
川
護
ζ

攻
堺
L
た
の
で
、
喰
－
石
川
い
ム
口
討
中
、
万
件
／
打
為
市
右
蓄
に
対

L
て
制
限
や

r
H
Lか
に
き
三
が
、
本
芋

山
案
の
不
中
刊
符
の

i
場
九
U

、
コ
は
そ
の
よ
う
な
制
限
は
紅
法
的
問
裁
と
な
る
の
セ
一
許
さ
れ
日
い
／
）
「
司
令
。

償
還
、
ム
務
行
の
事
情
の
考
慮

普
通
法
で
は
裁
判
守
の
P
U
惟
阪
か
z
竺
ノ
九
日
、

、
」
む
よ
う
は
考
慮
は
利
川
知
J

心
白
半
判
断
に
お
い
司
て
包
さ
、
れ
る
の
で
、
必
史
が
な
い
J
寸

1f)x人法学lGO i2 ~け） ,7,, [2川什日、



ザ

d’D 
' 

利
討
の
算
zr止

菅
川
償
還
は
完
八
な
訂
求
権
て
あ
る
が
、

利
得
は
所
心
h

省
の
川
円
以
行
時
が
廿
品
川
ー
で
あ
る
か
ら
、
ぞ
れ
以
前
で
の
歪
同
一
の
効
凶
京
消
滅
は

川
口
町
も
山
川
減
さ
せ
る
。
ー
～
だ
、
償
還
請
求
者
が
刊
わ
り
存
続
を

υ一
副
す
る
必
泣
か
あ
る
と
す
る
n

こ
の
単
科

η
ら
す
る
と
、

J

川
H
者
が

年
取
門
件
一
2
0
川
に
は
利
待
級
は
城
山
止
し
て
お
ら
や
「
、

ム
ワ
心
者
〉
ツ
権
利
れ
辿
す
る
一
用
維
が
キ
ず
る
が
、

判
、
ほ
を
条
件
的
に
寺
く
こ
こ
で
解

ν刷川
X
」
れ
る
c

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

宋
中
氏
出
店
涼

cω
関
係

普
通
市
い
に
淀
い
、
士
主
日
i
h
刊
者
が
果
実
返
還
長
務
士
山
円
八
わ
す
は
い
場J

ム
に
は
そ
の
奴
り
て
信
越
積
以
J

作
除
さ
れ
る
へ
公
ド
と
争
い

mvM

澄
が
そ
C
地己
H
で
為
る
）

附
附

A
n
l
L
の
関
係

川浩
u
h
J綱
引
J

占
有
名
心
似
設
に
な
ら
な
い
場
合
に
例
外
的
に
附
ん
口
の
効
果
J
U
t

制
限
し
、
収
去
ー
ピ
認
め
る
こ
と
が
公
平
で
あ
る
「

V

他
主
l
l
f
2
h

他
エ
斗
r
引
去
に

J
E
こ
で
の
お
司
、
丸
一
体
性
が
守
、
ノ
円
一
れ
る
が
、
個
々
の
慎
持
関
係
に
お
け
る
お
則
が
考
慮
手
れ
ね
ば
な
i
h
J

な
円
、

第
甘
－
案
以
降
に
お
け
る
実
体
的
内
存

ん
一
六
条
に
持
L
、
第
読
会
第
二
妥
門
司
会
）

に
お
い
て
、
川
品
、
の
一
つ
－
U
従
来
が
な
さ
れ
止
。

h
J
 

Z
n一三一か）

第
一
山
提
案
（

条
文
に
す
る
、
山
帆
宇
八
一
慌
の
部
分
を
別
条
に
し
て
詳
細
化
）

（！メ人民半、らii ＇ス＂＇＇ 477〔2什liJ." : 



r日

九
一
一
一
六
条
（

Z
E
H九
O
八
条

l
u
白
者
の
賛
同
一
を
所
有
者
は
以
下
の
限
h

で
償
還
t
ね
ば
ヨ
ら
な
い
ハ
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
必
芸
的
で
あ
っ
た
か
、
又
は
物
心
姉
値

J、
円問

1hlv

物
の
返
還
時
に
な
お
費
用
に
よ
っ
て
高
め
3

れ
て
い
た
ぬ
ム
ロ
に

物
を
ふ
一
心
経
均
的
現
状
に
お
い
に
保
持
す
る
た
め
に
活
常
必
安
へ
は
費
用
に
つ
い
ご
は
、
ー
川
有
者
は
、
公
明
か
必
要
で
占
め
っ
た
同
庁
ピ

お
い
て
、
内
有
者
に
収
益
が
ζ

ど
ま
る
場
台
に
は
、
償
刃
を
請
求
で
き
な
い
。

白
山
芹
中
川
有
者
は
必
要
安
心
円
を
償
還
清
ぷ
で
さ
る
c

同
様
の
引
浪
は
、

h
u
一ハ）々
山市｝ーいっレて
l

7, 

J) 

C
久
木
仁

よ
り
収
拾
戸
川
一
還
義
務
デ
↓
む
？
？
口
利
者
の
請
求
権
に
つ
レ
て
、
安
川
町
山
記
花
務
、
ん
止
じ
ん
一
の
ち
に
出
泊
予
れ
た
場
九
せ
い
っ
レ

t
も
や
り
＼
ψ

N

一J

」
1ノ
ザ
ι
乞九

三
六

a
条
（
↓
E
E
九一

O
条

リ
有
者
、
か
初
と
別
の
物

Jr本
三
的
情
以
部
八
川
ん
と
し
て
結
合
さ
せ
た
場
台
、
上
右
主
は
そ
の
構
成
部
分
十
分
一
昨
…
υ

し
、
円
じ
り
均
と
「
ず
る

こ
と
が
で
き
る
ハ

4

四
条
一
取
一
丈
一
丈
へ
編
条
v
h
tえ｝

の
一
札
川
正
は
準
用
さ
れ
る
。

分
限
ω刊
は
以
卜
の
場
企
に
排
除
さ
れ
る
じ

結
合
計

J

九

明
山
よ
れ
ば
治
還
が
J

J

え
ら
れ
な
」
費
店
主
人
パ
ひ
場
合

ハ
タ
ベ

つ
ヘ
分
離
古
市
有
諸
に
こ
っ
て
利
口
利
パ

（
ヌ
三
百
三
を
右
L
hば
い
均
九
「

ぇ
出
川
右
者
が
、
構
成
部
分
予
分
離
後
、
山
有
者
に
こ
っ
て
古
一
J

る
で
あ
ろ
っ
価
値
を
叶
弘
法
「
る
場
台

第
二
M
M
案
（
arntrpvNrふ

あ

一
一
場
士
以
ト
の
よ
う
に
す
る
こ
と

1f)x人法学lGO i2 '2J ,7汚［2川什日、



菅
川
が
出
均
台
、
れ
1
7

一時
l

…
に
お
い
て
、

占
お
権
原
の
欠
飢
が
！
叶
右
右
に
知
つ
れ
て
い
た
し
小
、

又
は
占

4
1
に
対
す
る
所
十
一
納
付
民
一
忠
一
南

、
ふ
が
訴
訟
係
官
叫
1

平
、
い
と
は
均
台
に
は
、

価
伯
増
山
；
か
山
己
に
と
っ
て
利
誌
が
な
い
限
り
芝
、

所
有
者
は
、

価
値
増
加
償
法
の
霜
務
を
負

ト
ノ
わ
怖
い

（
又
は
償
還
義
的
心
必
安
安
へ
の
制
限
が
維
持

5
れ
る
場
九
「
に
は
、
「
、
骨
一
川
い
や
か
必
史
的
で
あ
》
七
限
h
芝
、
絵
深
が
一
謂

求
さ
れ
う
る
。
」
）
。

（
の
ち
に
、
読
～
宇
治
し
た
掛
川
｛
止
を
銘
一
草
案
の
墳
に
可
均
一
o
J
Q
h
一
と
に
変
更

Lγ
）

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

第
（
一
同
封
案

第
一
川
時
日
決
心
九
ヘ
条
岐
に
お
付
る

丈
は

り
T
4

川
匂
を
削
除
オ
ノ
る
こ
と

一
ヘ
り
て
句
J

一、ノ
3

こ
争

、け乙
H
I十
μ
J

ザノカ

ポ
ー
草
案
は
、
芦
1

川
、
悪
立
、
必
安
費
、
り
一
て
れ
以
外
り
費
用
の
問
て
ド
別
を
つ
け
な
い
が
、
第
提
案
は
、
必
要
査
に
悶
し
て
の
み
派

制
限
と
請
求
権
を
f
J
犬、

出
公
立
1
1
f
Z白
山
は
必
一
訟
費
に
つ
い
て
の

る
。
第
一
提
案
は
、
必
要
資
に
コ
い
て
も
み
ご
り
区
還

純
一
の
品
川
依
培
貯
に
依
存
さ
庁
、
て
つ
と
ず
る
じ
お
↓
円
叫
弘
常
は
、
回
心
意
占
右
九
ず
に
も
、
返
還
叫
の
制
値
川
pu
貯
が
所
主
y
p
に
刊
誌
と
な
る
場
介

ナ
一
↓
l

ふ、

必
H
い一J
資
幻
川
刊
に
つ
い

C
も
兵
一
一
認
す
る
、

持
一
…
探
索
は
、

家
が
返
忍
「
叫
に
制
一
壊
し
て
い
た
場
合
に
さ
一
そ
れ
が
必
裟
費
に
当
ん
に
る
場
合
に
は
償
演
義
め
が
あ
匂
の
は
木
公
市
ピ
〉
一

い
う
考
え

r
も
ー
と
づ
く
。
第
二
抜
r
呆
ば
、
悪
意
I
U
有
話
心
叶
往
還
を
必
事
告
に
限

こ
と
が
宏
、
で
な
い
乙
考
え
る
所
有
者
が

使
々
の
費
用
に
つ
h

て
も
し
問
、
わ
れ
た
ら
本
認
？
た
た
J
f
ブ
カ
が
山
川
町
砲
で
、
価
値
均
切
り
現
存
ん
甲
山

T
m
c積
怨
は
問
題
で
は
沿
い
エ

U

ま
ー
己
、
必
民
交
へ
の
限
定
は

の
館
山
特
別
、
〈
訊
利
し
J

ぽ
い
と
n

A
H〈
口
門
会
心
多
数
川
に
は
は
、
以
下
ん
ら
許
取
か
ら
、
巾
慌
決
一
一
一
に
お
い
て
、
お

第
一
提
案
を
可
決
し
、
第
提
案
U
九
一
？
ハ
条

（！メ人民半、 Gi ＇スー31479〔2什liJ." : 



r日

一
明
、
と
て
刑
（
主
派
店
、
ど
ん
（
九
二
ハ

a
条
に
つ
い
て
は
後
出
）

c
rなーわち一、
3
2工
「
不
平
い
に
関
し
て
は
、

乃
叫
刊
了

c
f
j
i
 

J、
円問

実
際
L
L
の
相
川
還
は
な
い
が
、
必
投
資
は
出
安
心
部
約
に
も
診
る
利
得
と
い
う
銃
一
一
日
で
市
に
償
法
義
務
を
一
色
千
三
一
と
を
比
一
月
一
抜
京
は
表
川
4
1

）

亡
お
り
、
第
今
一
提
案
が

E
図
ず
る
よ
う
な
、
返
還
批
判
に
制
伯
母
ぷ
予
存
L
な
い
場
台
に
必
要
費
償
還
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
誤
解
が
排

除
さ
れ
る
内
、
で
い
古

J

円
余
有
す
る
n

息苦品
l
u
臼
i
計
に
ヘ
ノ
い
て
は
、
品
mw

よ
う
に
、
必
安
安
の
み
を
い
つ
え
る
－

uhruし
い
。
も
し
、
草
楽
や
第
一
淀
川
十
止
の
、
寸
つ
に
、

刈い作門川の何日ん七円…に？
υ一つー、仏、いりば

J
J

引
右
者
は
4
2一
山
一
円
相
村
朽
の
必
古
に
さ
ら
さ
れ
る
た
ろ
う
し
法
心
情
い
刊
は

悪
内
門
山
門
有
苔
に
す
べ
↑
↑
よ
v
償

泣
士
T
h
〕
｛
心
す
る
い
と
に
か
、
た
た
た
半
の
賀
市
か
ら
、

必
骨
〈
安
に
つ
レ
で
の
つ
め
償
還
が
斗
え
ら
れ
る
。
ミ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、

の
凶
作
℃
今
Q
H
債
権
関
係
の
伝
法
規
ど
と
心
不
調
和
は
牛
じ
日
い
ハ

九
二
！
な
れ
填
L

つ
い
て
枚
目
、
さ
れ
f

草
案
は

以
掃
の
純
ハ
川
心
M
K
除
で
み
る
が

第
一
相
紅
茶
は

述
需
の
必
耐
久
費
三
ふ
令
官
円
十

究
の
『
斗
場
は

J
片山

i
り
凶
弾
や

7、
経
（
り
結
果
心
不
当
さ
が
お
摘
さ
れ

お
山
礼
楽
に
沿
：
f

」
依
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た

第
三
一
日
川
会

4
R
K
］
司
会
八
一
）

E
立
札
口
八
条

｛
説
行
沃
九
九
四
条
」

に
つ
い
て
、

守
、
ご
立
卜

E
1品
川

F
7
9法
案
が
な

］

7
1
J
一

7

j

l
叶
J

：
J

t

一一。、
f
L
、

；
J

〈
し
v

さ
れ
た

ν

山F
七
五
有

F
d訟
係
〕
明
後
つ
ん
は
九
一
し
阿
条

氾
わ
け
広
九
九
れ
い
条
）

F

」

2
J
i
♂
V
I
L

l
i－
－
 

L
い
る
a長
打
甘
開
始
授
に
品
担
γ
〆
た
必
安
賢
に
つ

い
て
は
、

マ
の
従
叩
耳
目
ぶ
持
ー
は
、

事
務
込
攻
規
心
日
…
従
っ
一
ー
ょ
に
め
り
れ
る
。

恐
立
の
防
庁
か
ら
事
務
符
述
川
尻
山
止
に
取
す
司
令
占
に
は
兵
（
ム
前
刀
日
か
〉
た
が
、

訴
訟
日
m
W
M
同
絞
も
バ
様
ど
す
る
白
に
つ

ρ
て
は
、

「
叫
法
起
JAm－
も
一
日
己
の
円
有
の
百
窓
生
に
つ
い
て

レ
場
ム

H
4多
い
か
ら
、
他
人
心
事
務
の
処
料
者
と
し
て
ぬ
う
許
取

1弘、
口

1f)x人法学lGO i2 '4J ＇別［ 2川什日、



7

つ
な
い
L
r

い
え
ノ
玄
H
L
が
あ
っ
た

ν

多い
hu
詰
一
地
は

」
の
従
来
を
承
認
1
亡
。
山
有
者
が
向
L
に
！
日
有
権
出
席
が
な
ー

γ
、
と
を
知
っ
た
時
か
ら

E
H
J
作
品
川
苔
や
宵
持
者
」
ひ
汁
リ

U
い
範
附
で
償
還
川
ぷ
は
で
き
勾
い
ハ
同
校
ー
の
、
一
こ
が
一
山
訟
一
一
局
後
に
本
妥
当
一
コ
ノ
る
の
は
、
訴
状
去
法
に
「
小
っ
し
円
い
有
者
は
白
J

じ
に
占

有
慌
m
川市
γ

な
U

と
い
う
可
花
性
ん
で
考
慮
吋
一

ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
「
、
ー
川
引
を
継
続
ず
る
場
台
、
そ
れ
は
円
じ
り
危
険

円
、
な
す
J
川
の
で
あ
れ

の
可
決
」
／
一
受
け
に
場
合
に
は
、

訴
状
廷
十
一
心
時
円
か
ら
他
人
心
物
を
山
有
ふ
り

2

る
者
こ

H41

の
ら
「

j

守、一、一
J
F

戸

一

5
1リ
y
r
一
汁
l
ド

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

収
ぷ
と
の
ぷ
引
計
算
に
認
さ
G
九ム一
T

ヘ
条
二
弟
、
に
つ
レ
て
、
川
以
F

J

P

一ι
J
 

川
町
ム
何
者
は
占
有
芦
に
い
い
～
し
て
、
い
有
者
が
物
心
負
桁
し
む
Irh
弁
の
た
め
L

出
れ
し
七
費
川
の
信
法
b
r
F
わ
ば
な
ら
な
い

J

し
か
し
、
香

立
の
よ
け
右
者
同
町
一
け
己
」
収
設
が
と
と
ま
る
矧
附
に
つ
い
て
は
、
ト
内
の
汁
川
ん
久
I
M
明
絃
へ
印
吉
田
目
当

2
F）

に
し
ド
ず
し
て
百
円
庁
ら
れ
に
と
見
h
m
l

る
ね
別
た
負
担
ぞ
支
弁
し
ー
に
限
り
で
の
み
憤
漫
ふ
」
託
求
で
き
る

同
時
九
あ
と
で
山
て
く
る
九
一
仁
条
、
九
一
八
矢
に
つ
い
て
の
提
案
の
え
ノ
ち
の
、
九
一
一
七
条
か
り
九
一
八

aM廷
を
こ
の
否
問
に
弘

張－
J
る
こ
と
ー
も
依
松
き
れ
に

ぎ
は
ム
日
は
、
」
幻
M
K
L
木
を
ふ
訟
L
h旬
、
こ
の
出
資
が
必
市
久
的
か
、
費
尽
の
納
入
品
川
九
州
民
間

mzき
る
か
、
な
ど

いが
J

め
り
う
る
の
と

川
り
ぶ
り
規
定
J
U
Y

主
引
く
必
要
β

あ
る
ζ
n

i
H
何
者
心
収
玄
権
に
潟
ず
る
、
前
掲
州
中

提
案
の
九
一
二
ハ
η
粂
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
前
後
と
「
る
け
で
の
諸
従
来
が
山
ー
さ
れ
丈
。

2

一
一
サ
刀
例
外
一
ゲ
↓
削
除
し
、
ー
ヮ
を
以
ト
の
よ
奇
心
ヲ
る
’

（！メ人民半、らii ＇スーS1421〔2什liJ." : 



r日

へ
刀
一
段
、
か
占
北
川
／
ご
い
と
つ
r
L
M
川、コ刊日日

一｝三宮
2α
止
す
右
ぃ
J
C
な
い
判
明
ム
ロ

主苫

け
す
の
川
川
仁
川
汁
を
以
F
の
ぞ
つ
に
す
る

J、
円問

分
艇
か
占
治
“
お
に
ノ
」
つ
亡
判
ρ
つ
山
刊
日
ハ
の
な
い
場
合
、

や
し
！
日
右
右
が
収
z
ム
に
つ
い
L
別
の
科
目
仰
を
そ
十
ず

J

る
場
合
を
除
〈

九
九
一
て
ハ

a
h来
に
以
ミ
を
付
加
す
る

7
H
R
W
2
L円
ぐ
）

ょ
と
土
地
の
本
質
的
構
成
祁
分
こ
な
つ
に
硝
裁
や
街
木
に
は
、
本
規
定
は
適
川
市
さ
れ
～
は
い

c υ 

4

は
持
↓
裁
や
栃
木
は
1
地
の
削
伯
む
一
部
で
あ
れ
、
所
有
者
は
そ
れ
ら
の
桧
去
か
ら
保
一
読
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
工
つ
Z
d
S一

に
も
と
づ
く
か
、
こ
の
考
え
を
以
卜
の
よ
当
に
一
般
化
す
る
‘

一
号
中
、
所
有
名
に
、
伝
絞
り
起
一
品
ー
と
し
て
、
結
今
時
の
制
治
と
ハ
仰
と
呼
時
の
缶
値
の
聞
で
選
択
体
府
中
認
め
る

J

脊
点
院
は
、
九
一
千
六
け
条
の
変
出
之
し
心
不
誌
に
で
つ
に

J

、一の

、
宇
奈
と
同
様
に
パ
有
者
の
権
利
を
拡
張
し
て
い
る
が
、

一
凶
九
れ
の
い
堅
一
宮
考
慮
し
て
、
一
円
山
世
代
し
た
所
有
名
は
分
ゅ
に
工
っ
て
A
J
守
工
ノ
る
指
専
の
担
保
が
提
供
手
れ
る
ま
で
は
、
分
地
中
井
否

で
た
〉
匂

νの

↓
ー
ま
荷
揚
一
史
E
H
E均
＼
J
1
三

市

7
d
C
立、

司；
t
i
－－

3
一仁

i

j

j

山
唄
は
一
文
い
検
討
ケ
妻
、
こ
～

ν

叫
は
は
て
つ
の
場
合
に
以
宇
一
F

件
を
制
限
」
i
Q
7れ
の
で
あ
る
が
、

一
什
寸
の
例
外
が
民
家
フ
一

φ

に
よ
り
斗
ア
ね
れ
た
〉
ず
な
れ
ち
、

山

I
4葎

F

ヨ？
i

は
菩
ー
立
山
右
者
幻
た
め
に
与
、
え
ぺ

J

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

I
U
Aぃ
者
に
自
己
利
パ
叫
が
あ
る
限
h
－
d
I
A
持
の
制
限
は
で
き
る
だ
け
少
な
い
ん

h
r
、l

小
い
u

一μ
勺
の
市
け
れ
も
、
占
有
者
に
効
用
（
ス

25F）

が
な
く
乙
も
、
料
、
コ
か
の
利
害
「
H
2
2
4
4
7三
が
あ
る
な
ら
ば
、
収
夫
を

討
し
て
出
い

u
u段
は
ど
で
は
、

L
ば
し
ば
山
訂
者
の
愛
好
慨
恒

J
F一E
C
D
E
E
2
2
3
E
が
問
題
、
ご
仕
る
。
別
の
苔
に
よ
っ
て
も
、

一
号
U
削
除
は
支
持
さ
れ
た
し
す
は
わ
ち
、

分
離
品
伎
の
的
位
の
計
村
刊
は
年
離
を
も
た
ら
す
、
、
j
－、

も
し
川
制
r札
の
収
ド
十
日
後
JEト
ワ
え
る
な

1f)x人法学lGO i2 'liJ '82 [2川什日、

j】



、hJ
ば、
H
山
？
？
引
の
場
企
に
、
将
来
仙
他
い
つ
い
て
交
渉
が
ょ
に
ケ
り
さ
れ
勺
よ
、
け
に
な
る

r

1 

の
提
案
者
は
、
逆
に
、
日
制
裁
樹
木

は
、
品
本
の
柏
村
引
で
品
品
抗
日
上
C
償
法
を
口
仁
る
」
こ
に
な
り
、
一
仏
去
は
州
制
限

γ
川、

き
で
あ
る
乙
い
ろ

μ一
場
で
あ
り
、
提
案
一
べ
ば
、
と
の
考
え
を
一
般
に
し
て
、
所
有
苔
に
百
一
円
以
権
字
句
J

え
る
も
の
で
あ
る
υ

こ

権
に
対
し
て
は
、
不
当
に
菩
意
i
H
有
者
ピ
7
1

刊
P
L

江
や
ソ
与
え
る
も
の
で
、
川
刷
用
は
必
忍
上
川
有
者
に
限
定
さ
れ
る
吐
き
だ
と
反
〈
一
吋
さ
れ
た

U

多
数
日
ド
九
は
提
案
2

に
一
品
パ
打
さ
れ
広
か
っ
た
。
こ
れ
、
コ
の
引
限
は
羽
／
七
九
ば
に
対
応
す
る
？
も
の
で
あ
り
、

生
誕
の
必
ω
誌
は
川
川
う
か
で

は
た
い
司

E
C
F入
、
こ
札
ら
の
山
胤
｛
止
は
戸
で
い
れ
物
召
還
訴
訟
で
は
ま
ー
れ
で
は
な
い
ン
カ

l
守
か
ら
ポ
街
者
を
守
る
か
巳
設
を
有
す
る
c

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

済
計
者
ム
戸
よ
ら
も
収
J
A
は
で
き
る
ど
け
制
限
す
で
三
じ
、
そ
れ
に
配
↑
山
刷
工
「
る
、
」
と
は
一
υ
法
の
課
題
で
あ
れ
リ
、
什
有
者
の
引
い
J
h
M

は
劣
後
寸

へ
き
C
ん
あ
る
賃
貸
借
に
お
け
る
収
主
権
の
な
太
は
、
契
約
関
係
主
老
議
止
ね
ば
な
ら
と
い
と

以
ト
に
よ
っ
て
、
第
一

4L来
の
山
信
銀
は
個
々
の
内
ゼ
か
必
り
の
変
更
さ
」
う
れ
っ
た

J

そ
れ
を
列
挙
す
れ
ば
以

F
り
点
に
な
る

d

間
氾
同
一
校
か
ら
費
用
の
区
別
と
！
有
苦
心
強
Fμ

悼
の
区
別
心
組
み
与
円
わ
せ
～
変
更
さ
れ
た
υ

こ
れ
に
よ
う
一
三
悪
法
I

有
者
は
必
反
骨

の
ゐ
が
償
還
さ
れ
る
「
拾
除
さ
れ
る
長
実

の
和
国
の
変
児
じ
判
例
uv
子
炉
、
つ
通
」
可
の
必
安
安
へ
v
f
E
7
1

山
内
有
者
と
訴
－
、
日
係
日
明
占
主

一
省
の
必
法
貨
償
還
幕
内
の
す
す
務
特
訓
同
一
へ
の
仏
拠

v

訴
訟
係
一
同
の
場
ム
円
に
占
右
弁
の
こ
一
倒
的
態
依
が
市
」
一
務
色
刊
の
変
件
宮
町
内
た
ず
か
統
問

ー
す
凡
さ
れ
f
が、

め
状
L
J
左
足
前
？
？
っ
自
己
に
市
有
権
械
が
江
い
か
J
h

し
れ
な
い
け
ス
ケ
を
考
山
間
し
つ
つ

j
政
ず
べ
き
だ
一
い
う
規
制
的

飢
）
リ
か
L
J

正
、
化
さ
れ
た
。
物
の
内
「
（
い
い
を
必
裟
告
れ
と
み
ん
ー
す
胤
止
の
正
午
加
。
ぷ
ム
砲
が
杭
ハ
除
さ
れ
る
場
台
の
つ
肝
細
規
定
化

J

（！メ人民半、 Gi ＇スーn423〔2什liJ." : 



r日

在
広
川
叶
一
司

f
jょ
で
！
1
1ナ山

1
1
1
f
f
f
l
 

第
甘
－
案
設
問

J、
円問

E
I九
三
七
祭

「

I
E

八
日
〕
条

i）

占
有
名
は
、
的
占
有
者
に
で

J

て
川
山
手
れ
ア
市
古
川
市
に
つ
、
亡
、

占
有
者
が
川
内
有
者
三
浮
列
ゑ
続
人
と

La
っ
た
限
り
で
、
問
山
有
者
が
物
り
返
還
を
せ

白
か
っ
た
な
ら
ば
償
還
を
請
求
し
え
に
で
あ
ろ
う
と
は
じ
記
法
亡
、

ポ
布
者
か
ハ
一
請
求
で
き
る
c

E
i
九
三
八
条
一

（

I
E
 一八
九
壬
↓
）

九
一
七
条
に
従
い
、

hTえ
ら
れ
る
d
h
f
本
格
は
、

所
有
者
が
物

hy

」
芹
有
者
。
ん
は
犯
、
土

r有
者
に
、

九
二
ヘ
条
、

眠
い
取
得
寸
る
こ
と
L
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
。
つ

リ
有
者

P

ソ
〈
は
他
、
王
iy
有
者
は
、

こ
の
請
求
権
に
コ
い
て
、
山
田
区
懐
古
有
す
る
つ

3
ん
U

己

1

N
K
ア
AM

何
時
（
M
；
も
し
く
は
予
め
の
、
ム
訴
求
権
心

E
h訓
な
〈
し
て
L
G
Y
J
れ
た
山
内
ん
な
に
は
、
刈
ん
去
口
（
り
利
得
心
有
無
－

f
G度
の
判
断

つ
い
亡
は
、

坊
主
立
が
訂
ト
パ
J

権
い
つ
い
て
却
勺
川
、

γγ
ハ
叫
川
又
は
詩
文
一
械
が
訴
訟
係
以

γ7、
叫
が
叫
ん
準
と
な
る
一

時

μ
知
の
有
効
性
の

rめ
ピ

は
、
」
百
ぷ
惇
の
総
凶
の
宇
一
小
は
必
支
で
は
な
い

v

安
い
い
川
信
還
請
求
権
の
対
象
は
、

物
の
山
沢
村
の
結
果
パ
1
1

ノ
る
利
行
い
で
あ
る
か
ら
、

九
＝
八
条
月
ハ
「
令
現
行
J
日
（
い
J
O
一

て
、
償
還
請
求
権
は
え
れ
れ
什
け
の
も
の
と
し
て
が
さ
れ
て
い
る
u

本
草
案
は
、
普
通
法
〆
｝
異
白
川
、
占
有
お
に
よ
る
物
の
ー
祉
法
の
結
果

「
〕
て
の
平
松
↓
ー
コ
み
よ

v

l

？

T

T

U

 

そ
れ
川
以
外
の

h
法
7
、
所
有
者
の
占
有
に
μ

っ
U
J

場
九
μ
に
も
位
選
請
求
権
を
発
生
さ
よ
る
o
j
u

ァt
J

台、

所
有
者
が
貨
市
出
約
の
字
文
を
知
ら
一
芯
い
、
一
と
か
ら
止
ず
ゐ
同
種
は
む
ら
に
述
べ
る
規
’
止
で
併
治
さ
れ
る
c

1f)x人法学lGO i2 'SJ ,34 [2川什日、
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こ
の
よ
型
店
梓
は
法
定
化
代
打
に
結
ぴ
つ
け
つ
守
れ
て
お
り
、

浮
動
期
刷
出
は
条
件
付
権
利
が
い
干
、
ノ
山
ら
れ
る

J

ム寸治
μ

ノ
↑
は
そ
の
期
制
中
、
治

還
に
つ
い
て
の
攻
墜
的

1
没
を
高
L
な
い
が
、
物
J
V
一
九
一
困
却
に
基
コ
き
山
台
唱
h
C
吉
、
主
た
技
住
い
は
所
有
者
を
交
領
遅
浩
に
陥
ら
し
め
る

（
九
凶
一
条
（
羽
仁
法
な
L
一｝の

現
在
乃
内
有
者
が
、
中
に
前
i
H
有
者
が
バ
有
者
で
な
か
っ
た
が
ぬ
え
に
、
所
ム
叶
名
ζ

ぼ
ら
な
か
っ
た
場
合
、
受
用
山
J
引
に
も
こ
っ
く

凶－

こ
ζ
h
r
正
当
化
台
れ
る

U

請
求
権
β

移
！
叶
い
す
る

一
九
一
一
じ
粂

｛
旧
制
行
以
内
九
九

ι久木

こ
れ

ι汁
し
て
、
物
げ
か
存
取
得
さ
れ
る
r
川
に
所
村
サ
引
が
従
長
［
た
湯
ム
円
、
こ
れ
は

日
一
場
介
に
考
え
う
る
が
、
こ
の

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

泣
義
務
の
移
f
h
は
不
均
一
片
品
川
）
元
得
心
公
不
性
原
則
と
講
和
し
な
い
f

iζ 

本
経
さ
れ
な
い
司
と
レ
う
苧

4

今
小
規
定
一
ゲ
一
死
川
肘
す
る
必
民
は

し
山
指
時
に
所
布
日
で
め
っ
た
者

r
討
す
る
と
い
う
曲
目
川
市
街
法
請
求
存
心
人
的
右
川
は
、
本
草
案
か
ら

l
分
明
攻
だ
か
ら
〔

し
か
し
、

〈

め右
：こ者
五電が
ど＼W
を育
問権
〈日の

間
百

九＇＇i'
~ *' 
！＼ 流
長と

1riて

取る
｛去と

ハU
J

何
者
に
ん
九
十
寸
以
前
求
権
一
を
利
与
す
る
こ
2
で
品
同
定
さ
れ
る
が
、

旧
日
丸
い
を
除

0
0
0条））

C

れ
や
平
山
正
は
、
占
有
者
に
出
｛
在
三
権
ピ
与
え
る
も
の
で
は
白
い

d

川
川
ム
汁
者
げ
か
償
還
ぷ
主
権
の
党
バ
ー
を
知
ら
な
い
て
物
を
一
円
取
得
し
た
場
ム
n
に
は
、
不
当
利
得
見
定
の
類
推
起
用
に
よ
り
、
非
必
n
A
J
O－

2
2受
領
者
－
L
Y

同
様
の
頁
め
を
わ
プ
ノ

v

す
な
わ
ら
、
以
悦
N
T
A

的
回
心
意
も
し
く
は
訴
訟
係
同
ま
で
は
、
利
得
心
消
減
に
よ
っ
て
解
政
さ
れ
か

」
れ
に
対
、
二
時
一
理
主
川
円
、
ぷ
怯
の
存
在
に
つ
い
て
T
Z
1

布
立
が
所
p

い
引
き
」
九
対
、
υ

て
い
同
一
小
十
る
か

所
p

わ
打
者
一
巾
’
川
門
玖
旬
以
内
そ
の
存
在
い
つ
い
て

認
識
1

〆
た
の
ら
は
、

互
選
さ
れ
る
？
f
♂
利
付
の
汁
象
は
阿
よ
さ
れ
、

M

刀
浸
刀
宵
成
立
器
、
長
さ
れ
な
J

一

t
↑

t
i
l
l

！

一

：

j
！i

、
」
こ
？
、
主
国
条
T
j
さ
に
ま
乙
氏
亡
お
く

U

山
口
取
得
の
方
法

普
通
法
と
六
な
り
、
円
有
者
か
ら
の
引
波
に
よ
る
場
討
の
ふ
ん
d

ら
ず
、
ぞ
れ
以
外
の
方
法
で
の
所
有
者
の
什
有
取
得
も
ん
円
む
し

f

」山片山川Itf 
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r日

曲
目
用
出
招
叫
か
ら
所
有
者
の
阿
取
引
何
時
ま
で
の
状
態

条
が
い

UN
権
利
上
円
治
N
P

性
派
の
収
得
。
提
供

r－
小
る
所
の
話
の
を
領
毘
消
化

J

J、
円問

前
ム
ワ
廿
半
刊
の
費
川
償
還
権
の
手
付
制

理
由
主
一
円
心
説
明
に
チ
れ
ば
、
前
山
有
者
と
羽
占
有
有
心
問
に
刈
有
権
移
転
が
か
ロ
凶
さ
れ
て

ρ
ー
に
が
、
一
一
ら
日
の
辺
山
で
前
一
占
必
者
が

る
こ
と
が
市
女
中
！
と
い
う
c

玩
有
者
で
は
日
か
ノ
た
場
合
を
忽
定
ず
る
ハ
て
の
場
合
に
、
川
令
権
は
向
付
牝

L
な
川
も
の
の
、
少
注
く
と
J
J許
同
雨
明
償
還
慌
を
移
転
さ
せ

ぷ
川

h
蓄
の
変
史

J
本
経
き
れ
る
と
す
る
1
r
k
小
叫
削
除
の
公
小
伐
と
J
A
J
t
H

寸
る
が
、
わ
さ
わ
き
小
承
併
の
l
E

レ円規
h
t
r
間
〈
必
授
は
は
い
υ

出

山
制
時
に
出
川
右
者
で
糸
一
了
に
者
が
信
」
店
主
税
務
者
で
あ
る
と
い
う
人
的
性
格
は
明
球
た
か
ら
と
す
る

閥
抗
縫ム

汁
何
十
h
に
は
完
全
な
詰
ぷ
憶
が

r
yえ
ら
れ
て
い
？
”
1
情

f

山
桜
口
一
安
件
充
足
は
明
ら
か
だ
が
、
疑
い

費
用
出
構
を
知
ら
な
い
所
有
者
の
保
護

一
円
以
得
時
に
＃
以
の
所
者
者
は
非
俊
一
パ
品
川
い
の
L

一
門
主
受
領
さ
－
と
同
様
の
玄
め
を
わ
れ
、
ノ
一
」
と
で
保
設
す

利
但
げ
は
固
に
さ
れ
る
。

ノー！ι

う十去

＋
円
一
案
以
降
に
お
円
る
r
ザ
訓
刊
行
使
ト
ハ
ベ
法

以
一
、
の
応
援
案

に
ほ
L4を
置
く
。

m
m
M

立
も
、
プ
＼
は
訴
訟
係
店
計
一
か
、
い

J

1f)x人法学lGO i2日 ） '8" [2川什日、



九
一
一
一
八
条

l
u
白
者
は
、
九
一
一
六
条
、
丸
一
六
h
条
、
九
今
一
七
会
に
よ
れ
円
ピ
に
に
J

ス
ら
れ
る
訂
求
権
を
、
物
が
山
有
有
か
ら
所
b
u弘包に

ι
ヮ
て

引
き
以
ア
れ
た
場
合
に
の
人
仁
使
と
き
る
ハ
し
か

L
、
I
U
’R
A
G
に
は
、
、
」

つ
い
亡
山
口
室
内
ー
か
り
え
ら
れ
る
」

ー
川
何
者
に
対
す
る
前
ト
本
格
は
、

こ
の
所
有
者
い
が
所
有
司
zぜ
安
川
刷
出
旧
市
役
に
取
ね
し
た
こ
と
に
令
ふ
っ
て
料
徐
き
れ
な
っ

、
」
の
請
求
r
ザ
は
、
山
有
者
が
物
り
所
何
者
へ
の
ほ
一
回
平
仲
一
ヶ
バ
を
は
紅
以
上
す
る
F

間
に
訴
訟
提
起
し
注
い
場
ん
じ
に
は
、
山
川
減
ず
る

U

包
し
、

川
釘
者
が
亡
川
豆
沼
む
際
に
請
求
権
十
一
留
保
し
た
場
合

hvGく
c
F
1いF
1

な
山
川
河
慌
が
な
レ
場
合
に
は
、

所
有
者
以
物

に
」
っ
て
｝
口
じ
れ

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

省
rL
汁
ず
る
義
務
か
ら
併
は
さ
れ
う
る

九
＝
一
八

a
条

所
有
者
が
、

J
有
名
の
ん
一
た
条
、

九
一
ー
ハ

b
九水、

北
＝
七
条
に
工
わ
ノ
ド
？
J

え
、
つ
れ
る
請
求
権
の
涌
に
と
引
換
で
の
均
の
引
収
デ
ー
作
ん

だ
山
切
台
、

止
は
所
有
名
手
刊
に
初
を
九
一

八
条
一
度
に
止
に
よ
の
弘
還
し
穴
場
入
品
川
に
は
、

物
（
り
刈
令
権
は
上
｛
プ
付
v
h
に
一
桜
花
ず
る
ず

所
生
4
引
い
が
、
占
有
ヌ
に
よ
り
、
川
区
思
担
の
提
小
の
J

ど
へ

f
T
Q
べ
さ
期
間
内

L
Iぺ
右
者
の
J
仰
心
と
引
換
に
幼
心
引
一
攻

主
、
）
伝
い
川
崎
ム
円
、
え
は
所
者
さ
が
諸
山
八

4

格
j

去
す
い
、
ム
ー
も
さ
に
い
対
、
ぷ
L
均
の
コ
ワ
波
を
ぷ
め
る
訴
訟
を
印
加
担
、
ν
十
一
場
合
に
は
、

f
N
J

点
の
和

否
こ
す
L
く
扱
わ
れ
る
つ

ま
ず
、
第
提
案
一
り
九
一
一
八
粂

本
草
案
に
y

山
有
者
の
費
削
償
還
請
求
r
怯
は
、

川
川
市
時
に

J

川
有
者
で

忘
J

三
者
に
U
刈

L
亡
の
み
で
久
叫
」
す
る
。
こ
れ
に
刈
！
ぱ
亡
、
泳
法
案
に
よ
れ
ば
、
川
損
伐
に
r
M
G権
を
取
’
「
H
L
r
L
者
も
償
還
義
務
を
r」円

う
－
本
“
早
業
の
？
リ
場
の
例
外
は
、
強
制
弘
主
の
場
合
の
み
で
↓
め
る
〈
士
、
た
、
挑
む
将
に
よ
っ
て
、
お

提
系
の
一
明
古
川
以
下
の
よ
う
に

（！メ人民半、らii ＇ス7'1427〔2什liJ." : 



r日

補
正
す
る
提
案
が
山
さ
れ
九

J、
円問

円

U

〆、
1
1
 

取
り
忌
は
つ
に
よ
勺
て
な
さ
れ
、

か
っ
攻
作
者
が
収
A
い
い
叫
吋
に
山
ム
打
者
に
一
。
る
川
M
翠
一
を
却
ら
ヨ
か
っ
行
場
九
「

収
作
が
八
一
二
条
一

をへんノ、円

委仁円ム山しは

U
T
U

ゑ
に
」
れ
れ
は
、
所

の緒川一
t
k
F山
I
A
U
Vぷ
山
下
合
し

信一
μ
日
系
一
五
日
一
凶
［
だ
し
以
ト
の
考
援
が
ぷ
さ
れ
た
c

す
な
わ
ち

有
者
は
J

川
上
刊
終
日
ゲ
也
人
に
一
説
十
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
右
者
か
ら
償
法
請
求
権
の
物
的
担
保
土
奪
レ
、

し
か
も
と
の
他
人
は
所
有
者

と
し
て
悩
還
義
務
を
負
わ
レ
ド
い

J

第
一
提
案
は
、

償
還
請
求
総
を
い
わ
ば
物
に
芹
き
山
一
ま
れ
に
訓
梧
と
す
る
わ
付
だ
が
、

j

、一三じム一
i
h
y
i
J
一

そ
己
；
f
L一

明
ら
か
で
は
な
い
不
劫
件
む
色
村
作
と
な
る
ー
と
い

し
か
し

百貨品一
H

一
で
も
同
似
て
お
り

こい

C
不
動
応
な
一
記
簿
訟
の

一
段
収
削
引
か
ら
研
一
れ
る
こ
と
は
り
慌
て
あ
る

P

補
完
捉
d

え
の
よ
っ
た
制
限
は
必
要
と
は
必
わ
れ
な
い

v

こ
れ
に
だ
し
て
、

と
も
に
、
例
問
中
え
は
げ
る
必
出
品
が
ふ
る

U

強
制
政
ょ
に
の

U

勿
与
口
十
｝
ふ
Am

墳
に
つ
い
て
は
崇
誌
が
な
か
っ
た
が
、

あ
る
ヌ
に
よ
っ
て
所
右
ア
口
、
？
均
土
偶
然
一
円
以
得
、

J

た
場
合
に
は
償
送
請
中
ハ
ム
怖
は
消
減
ず
る

か
が
問
わ
れ
た
、
古
川
長

、
？
て
の
場
企
に
は
ム
五
日
は
所
右
弁
に
礼
、
二
ー
」
右
の
翠
京
を
ぷ
め
る
利
得
必
定
請
求
権
を

ド
仁
使
三
芦
、
次
に
、
白
山
問
り
玲
を
行
使
ず
る
こ
／
一
に
な
り
そ
う
だ

J

所
治
者
が
自
己
の
所
有
片
況
を
h
M
拠
と
し
て
物
を
再
収
得
す
る
こ
y
、が

重
安
心
に
と
い
う
日
一
で
丸
山
刀
、
民
ム
ム
の

主
任
の
抗
～
哩
は
編
集
f
d
員
長
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
一
法
の
除
「
化
財
川
刊
に
コ
い
亡
、

不
政
監

J

に
つ
い
て
は
六
う
戸
三
件
張
「
司
令
修
正
従
来
が
水
認
3
れ
た

U

刊
恥
終
目
制
集
に
お
い
ザ
｛
、
、
泳
ド
ド
期
間
に
つ
い
J
1

、
、
防
効
心
進
行
符
止
に
ー
す
る
規
定
の
吟
川
用
削
4
U

（羽
F
七
円
以

〆
｛
）
ハ
〉

h
M宋

ョー工、、じ

J

h

寸
句

V
J
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ー
や
ハ
九
心
円
計

つ,, 

a' 

一
一
八
条
」
切
に
つ
い
て
は

お
お
よ
い
こ
ん
つ
の
提
案
が
提
出
3
れ
た

r

M
K
L
永
の
九
二
八
条
一
一
頃
と
九
今
一
八

a
条

4与

川
叫
奈
の
一
項
令
官
め
な
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
以
k
i
を
村
山

h' 

,T, 
L
j
l
t
E
A
2
 

凶
作
が
い
い
右
が
匁
小日

一
文
こ
九
三
人
a
条
を
削
除
、
場
合
に
よ
コ
マ
、
は
、
九
一
一
ヘ
？
粂
一
羽
末
日
引
を
以
～
の
よ
う
に
す
る

誌
の
長
準
ピ
従
い
な
ミ
れ
、

取
向
者
ト
υ
取
’
灯
時
に
山
有
者
の
山
川
I

引
に
つ
い
て
釘
ら
な
古
っ
乙
場
合
」
／
ふ
は
く
。

所
有
者
の
、
定
還
を
求
め
る
議

R
権
は
消
滅
す
る

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

3 

九
ム
一
九
条
二
一
川
引
を
以
h

ー
の
よ
う
に
、
九
八
九
条

柏
刊
の
叫
白
権
は
口
有
者
に
桜
転
す
る

J

以
h
i

HJ 

九
一
八

ο
条
士
削
除
、
ザシ
I
L
R

ノ
ド
tu
、〉

3
r」

F
U
J
I
J
；
t
 項

l
L
同
様
に
い
ヲ
る

出
川
右
者
が
一
皮
て
二
M
M
位
さ
れ
た
請
求
権
む
け
内
足
吉
正
白
ず
る
場
合
に
は

i
 

L
U
 

は
剤
一
い
ん
の
北
ポ
げ
に
2
J
し
い

v

3

1

F

、

’y
J一 丸

岡
コ
条
に
以
↓
卜
を
付
加

日れ同併が
rk
引
に
ん
行
＋
存
ず
る
も
の
；
み
な
さ

れ
る
い

九
阿

出
川
右
者
が
上
円
布
請
に
九
一
六
条
、

じ
C
h染
か
ら

二
六
条
の
川
刷
J
止
に
よ
り
約
台
売
却
L
U
J

る
こ
に
で

j

ゴ
己
の
前
主
権
に
つ
い
と
い
打
、
約
六

る
山
川
台
、
内
有
者
に
は

所
有
ヌ
げ
か
一
」
心
請
求
梓
ピ
っ
し
い
て
占
有
者
心
刑
j

九
九
平
和
r
h

川
ど
ん
は
ヤ
正
に
目
、

民
ぶ
t
Z
4

以

r
の
よ
う
に
置
き
尉
い
え
る

九
一
ヘ
b
会
、
丸
一
L

〕条
H

一一同
n

小
体
に
つ
い
て
山
有
者
の
両
日
止
を
一
円
六
uγ

ぜ
る
権
利
が
ワ
え
ら
れ
る
口
ー
ん
：
一
九
条
一
玖
が
泊
用
さ
れ
る
。

九
一
八
条
疫
を
以
下
の
よ
う
に
ど
吟
る

T
丈
己
ご

2
h
r》
）
叫

（！メ人民半、 Gi Iスc,3¥429〔2什liJ," : 



r日

九
一
一
ヘ
条
、
九
一

z
ハ
b
条
、
九
一
一
七
条
に
よ
れ
ノ
I
J
L
h
4
7
↓に
L
7
え
ら
れ
る
訂
ぶ
怯
は
、
以

F
の
点
に
条
件
つ
け
ら
れ
亡
い
る

v

す

Q
 

ハυ－
 

U
 

フ4「別d

－ー

が
の
ち
に
生

t
た
場
合
に
は
、
所
有
者
は
そ
の
よ
ろ
夕
刊
匂
列
の
設
店
で
待
？
に
も
の
？
を
i
川
両
者
心
請
求
権
の
満
足
に
必
官
以
以
h
で
、
孔
一つ！1

 
6
 

”
ナ

ム

MI
r
 

k
 

よヘ
J

〉一、

1

2
峠

所
有
有
が
I
u
b
h
合
成
行
い
す
る
か
、
物
の
引
取
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
ご
と
υ

所
心
打
者
は
九
一
一
六
条
に
お
い
て
郡
宇
れ
ナ
人

J、
円問

費
川
い
同
の
信
遣
に
つ
い
て
、

又
は
遅
滞
開
始
時
に

f
f
o制
仰
の
阪
を
て
責
め
を
コ
パ
三

υ

（
物
が
山
川
掃
が
な

勿
ケ
戸

1
1
4
D
l
λ
u
R
ヤナ、

1
1
1
i
Aー
に

T
ィ
iuμ

さ
れ
J
J

時
白
川
で
、
［
門
有
権
原
け
な
い
第
一
者
心
批
准
列
け
負
担
が
あ
勺
ん
J

場
介
、
行
制
一
の
制
値
は
品
j
b
M
A
C
れ
る
。
そ
の
よ
う
は
権
利
一

不
ψ
l
利
行
一
以
一
巡
規
定
に
従
司
、
、
九
一
還
せ
ね
ば
な
ら
な
レ
J

九
ム
一
八
条
一
点
一
ピ
以
下
幻
想
ど
で
青
き
か
え
る
？

じ
右
右
心
ト
山
山
中
小
憶
は
、

r右
右
が
、

ケ
円

jl何
ご
、

J
j
l
b
 
不
明
一
件
の
斗
併
合
に
は
六
、
月
以

所
有
者
出
物
パ
v

l

ム
下
ど
取
仔
し
こ
の
ち

い
に
、

J
J

川
訟
判
紅
返
し
公
い
ぬ
ム
口
に
は
、
出
減
ず
る
へ
似
L
、
占
打
者
が
物
む
引
は
の
際
に
請
求
権
令
官
ω
ー
し
た
場
合
を
除
く

v

川
心
者
は
は
じ
の
債
務
か
ら
は
卜
に
よ
〉
て
限
佼
さ
れ
弓
る
、
所
有
権
J
V
A
有
害
に
一
略
記
す
る
こ
と
に
よ
コ
亡
、
ん
け
デ
ー
取
刊
日

し
た
場
台
に
は
、
ム
有
者
に
ふ
の
海
ど
近
還
す
る
こ
と
に
工
っ
て

J

こ
の
よ
う
に
昭
校
さ
れ
る
権
利
は
以
下
の
場
合
に
は
排
除
さ

れ
る
、
ず
な
わ
ち
一
、
所
生
者
Jυ
占
ギ
ォ
ー
の
請
求
権
の
留
保
の
も
と
に
効
を
受
領
し
た
場
合
又
は
占

4
1が
所
よ
れ
芸

削
除
行
の
ゐ
法
で
白
！
の
詩
文
一
校
い
の
部
満
足
を
得
た
場
合

v

ヤ
」
の
提
案
は
、

の
j

つ
に
以
後
の
国
（
を
以
ヘ
ー
の
も
の
で
E
き
か
え
た
．

J

川
臼
者
は

i

ゴ
己
の
や
一
務
古
A
l

っ以
N

の
よ
う
に
僻
欣
さ
れ
う
る
。
「
な
わ
ち
、
山
有
者
の
満
足
の
ト
め
に
物
中
一
売
却
す
る
こ
エ
J
Vと

中久中小？／、

上
川
有
を
取
付
し
ζ

い
る
場
台
に
は
、

そヘ
J

物
L
V
下
川
有
者
に

℃
」
に
よ
勺
て
ハ
士
山
却
は

局
長
の
場
合
に
は
必

産
川
日
売
却
の
規
定
に
よ
り
、
不
致
監
の
場
合
に
は
強
制
競
売
の
規
む
に
よ
り
、
白
さ
れ
る
べ
き
て
あ
る
一
物
が
売
却
不
叶
つ
能
う
L

判刊
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明
、
以
止
場
合
に
は

山
ト
何
者
に
い
市
札
ず
べ
き
で
あ
る

1
叶
全
斗
十
七
の
請
求
権
は
消
滅
す
る

こ
の
よ
う
に
簿
政
さ
れ
る
所
有
者
の
権
利
は
、
以
下
の
ぬ
台
に
叩
削
除
さ
れ
る
、
ヲ
な
わ
ら
所
有
者
が
物
を
円
有
者
の
請
求
株
の

山
田
化
や
み
「
こ
に
受
領
’
〕

' " 
へH
A
山口
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九
一
へ
粂
の
長
代
比
一
心
z
人
を
以
の
寸
つ
i

九
ず
る

古
r
A
F
つ
は
匂
保
が
ほ
い
山
場
合
に
は
、
所
有
宥
は
、

1Ji; 
日

よ
ノ
て
、
物
日
受
領
前
日
法
的
状
龍
、
や
回
復
↓
5
4
G
こ
に
か
で
き

る

九
ム
一
八

a
条ー

じ
右
右
は
、
所
有
者
に
対
し
て
、
費
用
償
還
皆
、
女
不

L
に
一
で
、
自
ら
設
む
し
た
哨
担
当
な
問
問
山
口
に
、
費
用
償
辺
諸
ぷ
梧
mv
支

払
2
引
換
に
物

brベ
又
仮
す
る
か
、
物
の
公
的
…
一
叫
が
Y
合
認
め
る
よ
う
長
求
で
き
7
9
へ
こ
の
期
間
的
に
い

こ
ら
ば
い
場
今
に

は
、
司
の
所
有
権
ば
リ
有
者
に
移
討
し
、

上
右
手
の
賛
同
償
法
請
求
権
は
湾
滅
す
る
。

所
ム
ヰ
臼
が
誠
i

冗
（
り
認
容
な
選
択
し
た
場
丘
、

i
f
行
者
二
、
占
有
者
の
む
ぶ
に
従
い
、
対
抗
究
費
用
に
つ
い
と
担
保
な
位
い
さ
ね
ば
な

、〔
J
K
U
い

v

ヤ
の
ご
と
が
、

I
J
L
h
岩
戸
い
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
適
州
作
品
開
明
日
川
内
に
な
さ
れ
な
し
場
介
に
は
、
投
冗
の
司
川
司
は
十
円
i

え
つ
れ

以し
m’
っ
た
J
U
の
と
み
な
さ
れ
る
し

ー
村
完
は
、
権
限
あ
る
公
務
円
HJvへ
は
公
法
上

h
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
仕
い

売
却
金
は
物
に
代
v
わ
る

出
川
右
者
が

ハ（町一
J

期
制
約
に
占
有
者
の
春
、
氏
償
還
請
求
時
刊
を
弔
う
也
制
作
、

ば
の
効
果
は
、

一
よ
間
以
拾
の
既
刊
h
り
を
作
ベ
叫
畑
山

の
の
ち
円

一
一
ぷ
の
市
民
求
が
時
中

h
返
さ
れ
、
功
を
脅
し
な
か
っ
止
場
ム
い
に
は
じ
め
て
司
ず
る

U

従
業
者
は

の
ち
に
以
卜
の
よ
う
に
定
更
し
ん

（！メ人民半、ら（） Iス日引 491〔2什liJ." : 



n 

" 

ロコへ「

a1 

九
一
了
八
ah＃

出
て
や
者
は
、
所
有
者
に
対
3

〆
て
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司
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場
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さ
れ
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さ
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期
間
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川
打
者
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請
求
権
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場
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司
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権
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績
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右
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仁
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れ
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右
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介
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右
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さ
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あ
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ヶ
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〈
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す
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が
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右
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＼
占
有
叫
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仕
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仰
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わ
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仁
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こ
と
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し
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に
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者
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権
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め
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湯
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湯
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什
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て
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ハ
ド
ー
有
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叫
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刑
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権
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［
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I
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｛
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者
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川
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め
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物
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J
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権
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え
、
ツ
れ
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淀川長
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4

ば
投
票
前
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向
山
川
川
さ
れ
た
〈
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投
山
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川
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九
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い
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、
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C
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よ
う
と
す
る
も
の
で
糸
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は
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揮
を
治
ー
、
物
主
主
討
し
た
場
台
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司
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が
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、
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司
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収
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♂
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叫
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引
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。
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右
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右
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台
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濯
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さ
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、
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な
わ
ち
、
九
一
八
条
と
九
一
八
日

条
に
つ
い
て
、
ん
f
ま
で
C
一
議
へ
却
で
修
子
手
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
さ
ら
L

考
え
と
そ
の
ぷ
攻
と
（
り
そ
ご
わ
γ
総
和
す
る
試
み
て
ふ
る

v

ま
ず
、
九
庁
保
心
ド
ー
で
J
円
J

き
山
手
つ
れ
た
場
舟
に
は
1
リ
有
名
に
記
八
ヱ
な
請
求
権
下
ソ
え
る
が
、
こ
れ
は
、
品
川
当
事
若
心
合
意
に
も
L
Y

つ

吹
さ
れ
る
、
但
し
、

つ
け
つ
れ
て
い
る
短
期
除
弓
期
間
は
、

f品
労t
c〕
111・ 
政
十1
0〕
i品
八
口

n 

tえ
Ir 

っ

rr＂＇人民半、 Gi (3 c,則的日〔2什liJ." 

く
の
で
あ
り

般
化
ナ
る
と
ず
れ
ば
、
寸
有
者
に
よ
る
費
出
口
一
本
誌
と
し
、
向
同
似
の
下
て
の

5
取
は
、
円
七
の
一
例
と
吹
区
づ
け
る
べ

き
で
hh
る
と

v

次
に
、
検
討
を
依
同
制
さ
れ
て
し
い
た
、
州
切
古
偶
然
円
以
相
い
に
お
叉
け
の
法
的
状
怒
〉
h
u
A
ノプ削
l
］

4

に
つ
い
て
は
、
劫
」
古
川
円
保

な
く
、

J

て
返
還
｝

J

～
仁
川
崎
止
と
川
、
｝
三
あ
る
J

ト
ー
な
わ
ち
ム
五
日
は
山
市
還
苛
以
内
、
ぎ
る
が
、
均
の
立
還
に
よ
コ
て
ユ
一
の
，
弐
務
か
ら
解

二
円
／
の
除
斥
間
刑
判
叫
刊
に
七
快
さ
れ
ね
ば
lq
ら
ヨ
い
の
は
、
日
山
保
な
く
疋
泣
L

与
う
す
る
こ
、

返
還
さ
れ
と
が
所
右
右
が
貨

川
府
を
↓
本
訴
し
日
い
場
九
じ
で
？
め
る
。
同
深
川
ヘ
九
二
八

a
条
に
お
け
る
所
有
者
へ
の
要
求
は
、
費
削
心
本
訟
の
司
併
の
志
は
に
ヶ
ね
ば
ぽ

ら
な
っ



r日

ι下
仁
川
7J

約
す
る
「

費
用
出
相
後
の
川
白
自
充
代
に
お
け
る
義
務
本
継
の
規
定
新
設

る
が
、
賃
貸
仙
の
場
台
と
刻
比
し
、
例
外
を
正
当
化
「
る
。

所
F

七
口
絡
を
議
f
t
2
る
三
こ
主
催
還
義
務
を
免
れ
る
小
J
寸
性
に
対
」

3
0山刊
k
u
c
f、
政
洋
な
記
の
原
則
か
ら
は
ず
れ
る
こ
こ
は
告
ぶ
さ
れ

J、
円問

物
を
偶
然
再
収
得
し
た
馬
台
の
状
態

け
有
者
か
ら
－
川
取
中
川
し
た
場
合
と

さ
ー
れ
る

U

請
求
位
の
短
期
除
斥
期
間
の
規
定
新
設

さ
ら
に
、

不
問
…
洋
に
つ
い
て
は

K
別
し
て
沖
張
き
わ
た

川
川
白
書
が
物
の
引
山
引
を
犯
否
し
た
場
ム
円
の
処
埋

第
一
平
安
、
の
iv
場
で
け
じ
、

に、

i
け
有
朽
炉
問
川
子
、
仏
ノ
＼
物
を
引
き
ゐ
は
し
た
場
合
の
汲
司
と
何
枚

浮
動
的
状
態
は
解
約
さ
れ
な
い
こ
と
に
仕
る
か
、

一
切
り
強
制
的
売
却
J
V品
守
ぷ
、
の
点
、
吋
的
解
決
が
日
出
恒
い
さ

オ1
J干

I
H
白
書
が
償
建
止
間
以
を
間
出
保
し
た
か
ph
円
か
で
の
効
果
の
差
凶
サ
パ

の

ぬ

A
h
こ
H
F
E
m
つ
け
さ
れ
ん
ち
他
卜
刀
、
利
保
が
な
か
っ
h
l

留
保
の
う
＆
ご
〆
で
引
き
絞
ら
れ
た
ぬ
台
ピ
は
、
除

J

弔
問
問
珂
の
通
い
情
な
く
日
制
限
な
償
還
請
合
住
を
攻
作
一
j

るロ
h

一
れ
は
、
費
川
心
承
認

J

入
所
お
有
の
門
互
の
返
還
に
L
仇

る
位
泣
義
務
か
ら
の
解
肢
も
あ
る

は
、
除
－
川
辺
州
司
C
適
い
い
［
川
が
あ
）
、

Wx人法学l GO i2 6け） ''" [2川什日、



四

ノJ、

t!¥ 

以
L
L
の
事
実
か
っ
、
お
お
よ
そ
斗
J
H審
議
過
程
に
お
け
る
法
て
ん
の
変
化
、
二

L
て、

一3
一

一
つ
の
ぷ
が
山
市
析
で
き
よ
う
。

仏
同
一

h
九

、

竹

」

市

叫
γ
楽
に
お
け
る
利
作
の
献
古
か
ら
の

必
安
告
と
げ
の
仙
の
費
用
の
区
別
」

だ
的
伸
一
授
か
ら
、
費
用
の
強
制
問

有
者
刀
、
i
較
的
態
様
一
常
立
、
思
意

、
実
際
的
考
濯
に
よ
る
υ
宇
一
正
化
へ
会
化

L

1
こ
れ
に
よ
っ

亡
、
叩
内
向
心
部
町
百
円
戸
川
肢
が
恥
さ
れ
た
ζ

い
う
よ
り
も
、
結
絞
化
さ
れ
た
乙
評
慨
す
べ
き
で
為
ろ
う
か
u

部
分
中
小
説
段
阪
か
九
戸
L

る
こ
、
正

に
民
っ
た
と
レ
う
間
一
門
よ
い
J
d
ぬ
る
c

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

あ

バ

L

、
巾
1
山
ド
サ
刊
の
変
更
山
叩
判
定
の
充
実
。
叶
I
祝
日
h
、
剛
山
一
伺
者
の
権
利
瓜
ー
紅
の
規
定
の
J
J
で
あ
J
た
が
、
主
m
h
除
草
遅
か
ら
所
有
者

mv
規
心
が
専
入
さ
れ
た
υ

い
ず
れ
も
例
外
的
見
｛
じ
で
あ
る
こ
と
、

小
効
件
以
む
原
則
に
反
す
る
h

と
な
ど
が
意
識
犬
、
れ
て

ix什ハお
り
、

ζ

ミ
か
ら
〈
l

私
心
強
度
合
、
必
拘

r
Qこ
と
や
一
般
化
に
は
慎
重
で
？
？
匂
べ
詮
だ

第
一
草
案
四
時
内
需
に
お
行
る
曹
、
吊
償
還

請
求
権
心
人
的
作
品
穿
心
強
調
を
考
白
山
「
す
る
と
、
出
指
昨
マ
一
昨
ム
付
与
で
を
被
丘
必
格
者
と
す
る
阪
則
的

v
場
が
放
索
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う

η

の
ち
に
問
題
と
な
る
一
勺
事
者
関
係
の
況
律
主
同
一
11F川
け
で
士
山
つ
七
。

前
一
仁
、
所
主
立
円
有
者
闘
の
償
還
を
め
ぐ
る
机
宇
一
前
控
む
清
織
化
し
費
用
ぷ
認
の
可
合

快
活
除
、
除
斥
朔
嗣

な
hy
の
附
設
に
よ
り
所
有
半
ノ
f
i
l
p
h
引
き
め
利
以
は
利
三
日
前
位
さ
れ
た
よ
う
に
は
、
ズ
る
が
、
実
際
立
庄
日
！
の
手
さ
、
複
雑
さ
は
否
め
な

U
L
で
つ
だ
、
州
国
l
H
、
ご
む
よ
う

hrr父
淡
の
諸
段
陪
で
出
荷
の
じ
動
に
C
U
ヒ
て
変
化
ず
J

る
、
ヶ
円
い
的
批
桂
川
的
制
炭
化
に
よ
れ
、
春
一
同
償
還

に
お
け
る
所
有
者
向
布
請
が
そ
れ
ぞ
れ
ヰ
米
右
」
1
J

る
ど
だ
件
出
ζ

は
そ
も
そ
も
何
か
が
と
つ
え
に
く
〈
な
コ
て
い
る
の
で
は
白
い
か
。

人
司
わ
ち
、
第

＋円一－
z
茶
の
段
階
と
は
、
償
還
請
求
y

唯
は
、
所
有
者
の
再
取
引
日
乙
い
う
条
件
川
三
島
っ
止
が
、
池
万
で
は
山
一
百
九
十
以
請
求
r
ザ
と

説
川
町
さ
れ
J
J

。
と
こ
ノ

J

日炉、
γ
加
の
蓄
が
引
取
h
u
E
心
場
九
円
に
浮
動
的
状
壊
が
生
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、

強
制
的
解
決
の
方
法
が
科
々
担
問
案

さ
れ
た
u

干
の
私
川
市
、
返
還
前
は
lh
自
責
詳
の
み
て
あ
り
、

r
f
l
有
者
に
よ
る
費
川
明
示
一
治
が
な
い
限
句
、
日
川
駅
吟
九
恨
ん
悦
J
一は｝

〆

,ii -r 
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r日

法
門
刊
に
服
す
る
た
め
、
そ
の
、
主
J

な
限
界
を
什
う
の
で
は
、
冠
全
な
一
宇
同
点
J

権
と
は
い
え
ぷ
い
こ
〉
と
な
っ
た

r

所
主
主
ロ
の
7

が
誌
が
あ
っ

て
は
と
の
て
完
八
千
な
訂
ぶ
持
ー
と
い
主
る
の
で
あ
る
。
h

一
の
よ
え
な
処
注
の
分
化
は
、

占
右
者
心
質
E
H
一
償
還
に
関
す
る
実
れ
棒

J、
円問

を
分
断
し
て

L
ま
っ
た
乙
い
え
る

J

ま
た
、
使
用
心
種
煩
が
こ
の
よ
う
な
庁
に
に
調
室
さ
れ
亡
い
る
の
か
、

のJ

過
判
恒
三
の
級
調
整

に
民
つ
ど
中
じ
ゅ
人
併
訂
作
的
は
で
小
笠
ム
ロ
が
最
終
的
な
九
体
寸
例
法
に
よ
二

1
L

均
犬
、
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
波
間
「
必
変
莞
が
所
有
者
心
承
認

明－

も
H
Lう
る
い
ピ
ろ
う
。

に仲
Jλ

干
し
し
て
よ
い
の

災
二
査

い
内
イ
ァ
判
例
に
お
付
る
畏
山
間

以
下
に
、
山
川
市
訟
に
間
同
迫
ナ
る
申
立
仏
川
い
川
川
心
向
い
符
乞
而
久
PWMmノ
汀
し
つ
ワ
、
重
要
性
に
IU
じ
て
1

一
メ
ン
マ
討
を
判
U

わる

① 

ラ
イ
ビ
良
市
及
判
所
パ
二

4

月
一
ル
ヨ
判
決
「
H
h
C
N
に
μ
止叶

オ
ラ
シ
ダ
ロ
ッ
テ
ル
グ
ム
の
被
告
首
会
が
い
は
一
ア
イ
プ
ヂ
ヒ
の
訴
判
A
会
土
ー
に
ち
夜
を
所
命
権
料
保
f
完
却
。

4
は
、
応
色
X
ム
六
忙
な

ど
い
色
反
の
貯
を
を
託
、
六
千
昨
日
は
原
牛
円
に
抗
日
r
k
i
h
払
い
の
ま
ま

そ
の
段
、

X
L
J
亦

ム
fu

A
会
一
一
は
測
所
、

J

じ
は
？
心
付
与
ど
A
す
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
戸

Y
は、

A
が
支
私
い
停
ー
を

J

た
い
同
後
に
、
所
有
権
山
同
保
に
も
と
っ
き
、
モ

皮
を
回
収
L
ん
ち
そ
戸
」
亡
、

ヘ
A
が
同
訴
に
委
託
し
た
他
の
会
什
川
J

h

川
L
賃
債
権
の
一
議
は
も
主
人
け
て
｝

ぷ

TlH

xは、
ピ
二
1川

J
J
I
、

可

l
i
！－

え
払
い
を
求
め
て
M
K
一品
1
v
ι

ー
そ
の
一
政
拠
は
、
民
法
九
九
何
条
、
九
九
ハ
祭
、

むムが
A
X
潤
の
き
」
山
に
守
え
た
↓
本
認
、
事
務
行
述
、
ポ

ー
」
列
門
侍
で
あ
っ
ん
f

n

L
G
は
約
万
ハ
二
C
C
ラ
イ
ピ
ス
マ
ル
ラ
を
訟
一
行
U
O
L
G
は
減
訴
し
て
訟
が
u
Y
が
上
叫
し
に
が
草
刈
n

判
決
環
曳

民
：士

の
短
期
除
斥
敗
慌

3、
内宝
111 
σ〉
if 
fミ

C
C

条
～
1

川
有
者
か
ら
一
所
有
者
三
九
四
現
し
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しし
ρ
一
円
…
円
吉
田
は
、
作
訴
審
が
り
の
一
二
条
キ
適
用
〆
た
か
っ

控
訴
審
は

。
札
九
は
所
有
者
＼
の
引
山
政
を

、
和
提
と
す
る
子
、
本
市
下
山
来
三
は
、

A
に
引
き
渡
ー
ぶ
に
い
る

J

所
右
者
心
再
政
H
H
いは、

l
u
白
者
か
ら
所

xは
、
所
有
者
Y
で
は
ヨ
〈
、

右
茜
へ
の
引
校
以
外
ー
の
世
町
一
似
て
牛
じ
て
い
る
か
ら
、

条
の
泊
用
は
な
い
1
1
卜
江
口
浬
白
は

c 
() 

シ、

c
fっ～に

I
U
右
茜
が

者
と
伝
じ
て
私
来
的
に
庁
所
ム
ー
告
に
引
き
波
T
V

た
場
九
円
？
も
同
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

t
張
「
る
ハ

し
古
し
、
浩
司
／
共
存
の
考
え
は
ち
と
汁
ゴ
ハ
れ
る
べ
き
て
あ
る
口

一
心
。
条
は
I
V
法
必
松
か
ら
長
司
令
に

c
c
一
条
乙
緊
密
況
は
牛
－
げ

υ
つ
亡
レ
る
し
炉
円
、
ノ
て

け
亡
な
さ
れ
る
べ
弘
ざ
で
九
州
V
G
C

（いヘー」

条
で
真
心
一
比
占
有
者
の
み
を
念
践
に
置
司
て
レ
る

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

こ
と
は
苧

4

ら
か
で
た
る
＝
も
し

ド
）
ヘ
J

久
本
に
非
一
ル
ム
打
者
ジ
ユ
刈
み
込
LJ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
規
定
、
づ
れ
て
い
る
、
叫
有
者
の
直
一
訟

文
mv
返
送
い
桜

E
f
t
h醤
L

↑J
え
る
こ
と
に
に

η

真
の
所
有
者
心
持
利
は
汗
さ
れ

vi

入、お」ベ
J

つ、占、
Tv＼、のタコ
h
－
y

mん
い
す

7
｝

4
U
J
7ノ
ピ
、
チ
／

花
や一

条
も
同
様
で
糸
一
ヤ
＼
片
叫
ム
U
者
J
心
民
日
慌
て
、
↓
川
時
期
除
一
片
期
間
山
知
問
岡
山
灼
し
チ

rv
、
百円五一一句
i

｝

h
hん

F

』
ス
以
ヘ
J

P

5

々
、
み
〆
、

4
l
’
君
子
U
v

一T
h
u
－－
y
c
u
t
H
4
刀

2

令
若
が
第
一
切
約
と
の
詰
負
担
冗
約
内
も
と
づ
い
て
費
用
問
削
L
L
こ
と
が
、

昨
有
害
に
い
だ
Lq
る
費
用
情
還
前
求
権
を
排
除
す
る
か

ト
ム
門
川
一
庄
は
さ
ら
に
、

不
事
会
ん
で
は
、
そ
も
そ
b

凡
凡
凶
条
、

九
九
！
ハ
宋
に
も
と
づ
く
詰
小
平
権
は
い
凶
立
し
相
け
な
い
と
、
土
張
す
る
。

i
J
ポとハナつや目、

ト
？
の
立
が
何
ら
か
の
契
約
ー
の
請
求
持
主
射
す
る
場
ム
円
に
は
、
そ
れ
が
弁
済
さ
れ
た
か
丙
か
を
問
わ
ず
、

4
の
規
r
t

は
適
い
片
手
れ
な
い
と

九
九
凶
条
以
「
は
、
T
Z
1

布
立
川
和
九
州
p

い
引
き
」
九
対
、
υ

て
す
弘
、
白
ー
に

L
F
4
1
4
勾
J

え
z
y
J
X

に
一
羽
ぷ
ト
も
、
契
約
上
の

請
求
F

付
？
？
右
い
し
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
引
リ
「
る
か
ら
ζ

」

確
か
に
、
占
有
五
と
所
台
詳
の
判
仁
川
収
、
約
が
あ
れ
ば
、
九
h
パ
川
条
以

P
は
川
町
除
さ
れ
る

J
L
か
し
、
h

一
心
考
え
を
、
！
日
告
者
t
h対

一
一
蓄
の
内
の
必
約
に
ム
コ
て
は
吟
る
、
ア
乙
は
で
き
は
い
。
そ
の
よ
う
は
は
係
は
一
川
有
者
に
対
ず
る
九
九
同
条
立
て
の
成
立
を
妨
げ
え
ぽ

つ

も

プ
t
J
O
、
第
一
一
者
か
ら
が
討
を
ふ
へ
げ
て
い
’
れ
一
弘
、

J

出
向
者
か
ら
豆
町
一
心
抗
弁
を
山
川
ー
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
弁
済
さ
れ
て
い
な

ふ旧
h
E円前
15慌
の
む
軒
以
、
そ
の
恨
打
で
誌
味
が
一
ぱ
レ
c

川
紀
コ
亡
、
附
江
戸
市
出
川
が
、
第
一
者
か
ら
L

す
で
に
FJ
尚
一
九
主
主
け
と
w

る
限
り
で
議

所
干

。
() 
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r日

rパJ
知
を
減
傾
し
た
ご
と
は
王
、
）
い

v

慣
が
力
士
ψ
J一
7

匂
と
さ
丸
と
い
る
か
ら
、

山りつ！

」
の
い
門
…
か
ら
X
の
清
水
は
消
滅
し
て
い

qrー
し
レ
え
な
か
J
L

か
c

も
っ
と
も
、
法
の
丈
戸
一
は
、

mw
”
すI

F
 

K
 

J、
円問

要
点
．
、
引
又
者
に
対
ず
る
請
ぷ
こ
所
拾
い
者
に
山
刊
す
る
諸
ぷ
の
並
存
を
認
め
、
内
ィ
入
者
か
ら
の
紋
泣
が
望
め
な
い
場
合
に

川
信
者
か

ら
請
求
す
る
治
会
一
認
め
ー
～
n

一〈しハノ

h

染
l

」

つ
ひ
条
け
対
連
性
に
も
と
づ
き
、
南
条
で
の
バ
有
者
は
、
兵
の
所
有
者
を
指
す
J
直

べ
て
い
る
u

し
か
L
、
立
法
問
神
科
か
ら
は
、
｝
。
門
有
青
か
ら
引
布
者
へ
り
引
絞
以
れ
の
山
有
限
m停
の
場
台
で
も
、

一へしハノ

ん
来
日
除
「
パ
阿
川
市

町
』
わ
は
ロ
寸

ト
よ
ノ
J

c
c一

仏
市
）

ド
）
ヘ
二
一
久
土
、
ど
同
引
さ
ー
れ
て
レ
る
し
止
法
v刊
の
意
川
崎

J

と
条
文
の
文
戸
の
慌
の
人
ど
こ
か
ん
川
じ
ご
い

る
と
一

γ
つ
べ
き
か

CZ) 

連
川
通
常
教
判
所
一
ん
す
八
』
斗
月
一
一
一
ゴ
判
決
（
E
m
U凶
N
N
叶）己叶）

絞
色
AALry
は
は
じ
が
所
ム
汁
ず
る
デ
ィ
i
J一
ル
機
関
中
ん
L
U会
計
い
山
口
什
d
u
h
J

両
者
間
立
は
賃
貸
牛
、
ω
修
別
費
用
は
日
が
負
担
す

ア

U
V与
〕

一
d

r

ーし

H
は輩、
p

一J
機
関
巾
を
使
用
可
艇
に
さ
せ
る
z
l
h

め
原
告
X
に
修
坦
さ
せ
た
が
、
山
町
聞
の
父
換
が
何
度
、
然
、
必
し
れ
Y
で

あ
っ
た
c

修
引
と
が
れ
、
ね
る
都
夏
、

乏
気
機
関
且
ば
H
に
男
達
さ
れ
た
、

H
は
支
払
の
た
め
に
X

最
初

ー
す
満
期
に
な
る
前
に

けの－
WFI件
管
町
人
に
よ
っ
て
機
関
点
は
Y
に

rtzさ
れ
ず
八
。

日
の
悦
垢
手
続
に
は
参
引
L
な

日
は
門
悦
応
じ
た

か
っ
三
文
ば

yhu一
刈
1

v

て

通
の
請
求
去
の
支
払
を
止
め
げ
に
校
品
ー
に
」
O
L
G
は
万
山
容
υ
O
L
じ
は
棄
却
。
上
μ

は
烹
却
さ
れ
た

判
決
漂
由

刊
仏
米
け
判
例
～
J

説
は
、
出
C
N
Z
ド
ニ
叶

前
山
内
山
山
）
判
決
］

に
依
拠
し
て
、
占
有
者
心
筋
一
一
者
〆
｝
心
契
約
は
九
九
河
粂
川
三
。
適
用

を
妨
げ
な
い
J
い
う
考
え
で
あ

J
t（
し
か
し
、
三
の
考
え
は
、
辺
町
の
学
L

況
に
お
い
と
兵
ヘ
献
を
ヰ
じ
予
ル
じ
て
い
る
r

本
竹
川
作
｝
布
石
川



外
い
J
E

ネ
れ
に
従
う
下
級
審
判
決
が
あ
る
じ
当
日
前
J
M
L
Y
で
に
一
仕
切
論
子
二
l

－
閃
骨
を
詰
っ
て
し
た
が

一
こ
に
斜
1
1
h
a
検
討
の
ト
で
新

ど
な
考
え
に
従
う
」
と
に

f
る」

九
八
〕
条
以
「
は
原
則
「
〆
て
州
右
者
ぐ
京
適
法
ム
門
小

h

払
旬
の
閣
に
泊
目
さ
れ
る
ラ
本
刊
で
の
請
負
人
ば
、
第
一
一
者
ノ
）
の
関
係
心
凡
な

ら
ず
、
J
W
H
者
と
の
m
A
係
で
？
も
、
適
法
占
有
者
で
あ
打
、
ー
ノ
主
？
も
泊
法
他
ム
丁
ト
ウ
仇
名
で
あ
る
u

請
負
人
こ
し
て
有
効
な
契
約

μ
ム
ゴ
き

物
L
V」
修
珂
し
た
北
引
は
、
そ
の
注
ー
よ
者
か
ら
の
み
以
刻
給
吋
を
請
求
で
き
る
だ
円
で
あ
り
、
そ
れ
に
並
ん
で
さ
ら
に
、
そ
の
蓄
が
川
有
者

で
な
い
、
か
ら
J
い
っ
て
、
所
有
者
に
対
す
る
費
用
償
還
請
求
住
が
H
J
え
ら
れ
る
坪
山
問
、
β

必
レ
〈

主
月
二
て
F
H

、、ザハ

一5
f
ノ
I
t

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

注
文
者
が
一
所
有
者
で
た
る
場
合
J
h
u
y
u
、
有
杭
な
地
！
iJL泣
か
ー
れ
る
こ
と
に
な
ろ
戸
つ
一
請
負
代
金
1hhLリ
J
G
賛
用
訟
が
大
き
レ
場
介
は
な

hhアミ」ドロイ
l

、」め？
Q
F

よ
清
白
人
が
任
意
に
口
仁
え
者
に
物
を
返
却
し
え
場
合
に
、
質
住
も
し
く
は
山
町
割
問
い
惨
を
所
有
者
に
対
し
1
4下
張
で
き
る
か
も

防
に
1
F

り
棄
川
さ
れ
る
以

州
門
術
「
ず
る
必
叫
が
な
い
っ

つ
い
と
い
え
ば
、
注
に
え
者
へ
の
い
胃
〈
り
返
却
で
消
滅
「
る
し
、

ω円置

ナ
F
も
吋
ザ
F
F
L
あ
る
υ

1
4－
3
 

判
同
州
支
払
r
引
に
吻
ぞ
け
文
者
に
「
J

き
波
す
こ
1

／
は
、

経
出
的
に
は
、
、
注
文
者
に
付
す
る
信
明
付
1

才
て
あ
り
、

危
険
は
、
危
険
を
聞
い
に
者
が
品
川
わ
ね
ば
な
、
勺
主
い

要
点

川
台
者
山
有
者
関
係
が
fm
適
法
！
日
有
者
に
悶
」
1
J

る
も
の
で
あ
る
」
と
が
晴
初
予
れ
、
本
件
で
は
い
ず
れ
の
有
に
対
1

〕
て
も
、
泊
J
Hトリ

有
者
と
あ
り
、
従
ノ
て
巧
有
者
凡
対
し
て
そ
も
ふ
い
も
償
刃
請
求
権
を
汀
し
は
い
い
」

4
0
J

る
。
ま
乙
、
、
け
ん
王
者
が
一
昨
有
者
で
占
め
る
山
川
台
、
、
対

た
主
た
ま

J

司
有
者
で
九
叫
ん
μ

3

た
か
ら

い人約
rm持
に
凶
え
プ
｛
、

J
J

川
有
者
に
刻
γ
Y
G
請
求
が
で
、
J
F
る
と

γれ
ば
よ
り
有
利
な
地

咋
～
7〕

仏

wrLEhr、
れ
る
が
そ
れ
は
が
I
」
と
ヲ
る
し
質
権
、
一
日
Jmpw悦
に
つ
い
て
い
は
、

し、

こ
い
よ
、
昔
U
A
ず
l

二
日
成
し
亡
、
ι

一Q
こ
と
z
ど
前
一
氾
し
こ

L

i

4

7

j

v

；
i

干

1
j
i
j
l
i
－
－

7

干

οコ
』E

」

r、
しj
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r日

る

J、
円問

ん、
＇~ 

述内れ一直
Mυ
裁
判
所
一
九
六
口
年
二
月
一
一
一
石
判
伏
戸
出
（
ど
日
三
J
Z
2

U

浅
い
店
業
者
H
は
禄
告
Y
か
ら
山
Tiuη
小
川
公
パ
ス
や
購
入
し
、

た
め
に
手
形
を
千
六
人
L
ーに。

ー
は
巧
有
r位
向
凶
似
を
設
定
し
、
で

の
た
け
の
丸
一
段
中
山
収
録
一
副
を
B
に
伐
さ
な
か
っ
た
り
判
者
の
μ人
約
り
某
桝
切
に
は
中
i
不
完
H
J
h
u叫
が
あ
h
、

m
R
圭
は
、
所
有
権
問
仏
仰
が

が
判
ず
る
問
、

Rh約
物
ー
を
繋
悩
し
、
，
皆
川
女
な
修
態
。
と
也
人
J

に
実
行
す
る
義
務
士

J

詰
γ
つ
に
一
と
あ
っ
た
c

先
の

I
mル
は
日
に
よ
っ
て
支
弘

〉

L

：3

こ

1
4
1ナ
ム
吋
九
コ
h
U
〆

J
J

出品告
X
に
修
坪
を
依
砕
い
し
f
ハ
。
原
告
の
市
ぷ
圭
刊
は
E
に
1hhりょっ
J

弘
わ
れ
は
か
二
、

お
か
岐

日
以
平
川
以
J

古
川
出
一
一
し

産
し
て
か
ら

中
か
ら
満
足
を
受
け
る
た
め
に

を
は
花
否
し
た
υ

X

戸
効
巾
f

登
録
一
汁
の
け
川
波
を
清
求
し
た
が

X
は
vv
ムに
4R
し
て

パ
炉
提
訴
ν
y
b
バ
ス
の
返
還
を
求
め
て
反
抗
提
起
3
L
G一
は
本
訴
と
弐
比
谷
、

M
5
4

附仁ザ」阜本却
ν
Y
C
附K
J
剤
、
よ
台
と
も
に
効
ほ
し

判
決
理
由

反
訴
に
つ
い
て

Y
の
反
訴
一
請
求
は
、

ん
一
八
計
年
〈
い
も
と
づ
ノ
＼
ぷ
ペ

E
が
さ
つ
に
X
に
い
引
き
一
段
、
〕
た
〉
v
v
ザによ治、

Y
が
村
山
立
に
附

J

を
E
に
引
き
波
し
、

市
－
J
L
－
v
J
l

ホ人生、つ一よ一、
1
J

i
i
J
K
7
l
P
7
1
 
I

告
者
け
つ
所
よ
心
者
に
川
川
、
ν
て
ム
伺
怜
ほ
ど
攻
制
作
す
る
と
こ
ろ
の
契
約
関
係
に
B

に
つ
く
返
送
ぉ
一
円
丸
一
体
に
ほ

J

て
、
川
長
寸
ー
に
も
／
一
づ
く
巡
辺
請
求
権
は
劣
依
す
る
こ
づ
え
？
フ
イ
サ
の
見
解
に
は
当
お
は
従
わ
以
い
、
九
八
斗
ん
た
に
よ
り
一
間
求
さ
れ

ι
～1
1ム
明
寺
右
Y
L
、
切
六
約
に
茶
コ
く
r
J

山
山
簿
一
一
請
求
心
場
合
；
、
河
…
一
h
の
法
的
ャ
む
け
い
を
い
勺
え
る
九
八
六
条
か
ら
は
、
叫
反
一
辺
訂
A
4
汁
叶
ー
は
，
ル
ー
か
「
る

、、
ζ

が
明
ら
か
で
あ
る
口

V

A

r

対
し
て
前
点
一
G
J

る
た
め
円

日（り
ν
A

に
刻
一
q
J
7
Q

請
負
担
約
に
も
と
づ
く
返
還
請
求
悼
を
お
議
筏

y 

i土

ャ、
r』

1
亡
、

Y
三
司
令
人
と
し
て
そ
り
返
還
請
求
権
争
巾
し
JLγ

る
場
台
に
、

V
A

か
こ
れ
に
対
L
て
日
ど
り
前
矢
契
約
に
お
け
る
汁
己
の

抗
弁
J

予
定
汁
抗
下
さ
る
と

E
に
は

X
に
対
ず
る
九
一
ヘ
I
U

条
に
も
と
づ
く
松
治
的
怪
還

一
ザ
つ
必
裂
は
な
く

～
↑
ノ
ノ
へ
ザ
の
よ
う
に

'.fJx人法学l GO i2 6bJ 三り2[2川什日、



請
求
怖
が
間
接
I
J
え
ら
れ
る

ν

B
は
Y
に
汁

rJる
義
務
を
履
行
ー
そ
い
な
い
た
め
、

Y
は
B
か
り
円
心
寝
返
訂
以
が
で
き
る
以
上
、

ゴ
v

へ一h
－土、

！－
t
f
 相
川
援
！
日
告
者
J
k
l

）

て
の
日
に
持
倍
、
が
伴
大
わ
れ
て
い
る
に
4
】
か
か
わ
ら
ず
、

X
が
Y
に
対
し
て
ト
門
会
権
原
を
右
す
る
か
に
か
か
っ
し
い
る
」

2

控
訴
審
は
、

］

一

J

3

、

t
J
f
〉

Lll
！

t
 ！
日
ム
竹
山
引
自
の
際
に
、
げ
は
J

へ
軒
町
J

所
有
者
と
信
じ
ん
ー
か
小
「
人
に
か
よ
μ
わ
ら
す
、
請
負
人
の
法
定
民
権
を
収
白
す

る
ζ

？に
n

し
か
し
、
ー
ハ
凶
U
d止
は
、
質
権
以
tv
の
安
打

7
7／
て
、
、
け
十
入
者
一
り
一
昨
有
物
で
占
め
る
こ
と
を
要
ぷ
L
て
い
る
た
ぬ
、

者
の
考
え
は
松
川
地
を
有

L
K
＼

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

川
右
格
取
得
。
一
昨
山
川
け
f
U

惟
も
物
心
い
軒
近
に
民
L
f
る
設
r九
州
JhUJ絡
も
本
件
宅
J

京
に
は
述
、
2
1
s
d
w
〈
又
、
？
ハ
河
川
七
条
を
民
法
典
旅
行
役
の
状

況
の
変
化
L

村
山
手
せ
、

b
T
Kノ
布
者
心
場
合
乞
メ
ロ
ム
パ
め
広
〈
M
M
釈
す
る
主
力
、
え
も
、
山
刊
さ
必
い
そ
こ
て
は
、
あ
く
ま
で
契
約
伝
梧
mv
偵

務
省
に
ハ
吋
ぃ
司
る
作
用
が
考
え
ら
れ
ザ
ヘ
お
い
り
、

L
か
も
吉
思
で
は
な
く
丘
規
出
口
れ
れ
か
ら
そ
の
根
拠
宇
一
取
η
山
し
と
い
る

J

3

州
企
若
の
－
明
日
権
平
日
立
は
、
店
主
附
］
ハ
権
（
山
川
肌
tv
に
は
一
一
か
ず
、

せ
い
ぜ
い
契
約
ト
の
百
権
設
定
権
限
立
注
IL在
二
与
え
る
基
践
と

な
り
得
る
い
md

本
件
（
り
事
t
h

ホ
ん
が
そ
こ
ま
で
の
内
符
を
ん
つ
し
た
と
の
心
一
一
誌
は
な
い

4

当
部
、
炉
問
ゴ
付
の
別
判
決
一
山
（
ニ
ヌ
ヌ
ロ
μ

｛
い
店
内
娼
④
判
決
］

三
世
？
と
さ
に
、
法
定
日
慌
の
4

主
固
な
刊
は
ヂ
可
院
で
あ
る
、

戸
、

J

し

m
J
t

同
竹
川
叶
存
判
決
は
別
の
民
日
か
ム
一
正
、
ν
い
戸
す
一
な
わ
ち
、

X
は
ー
九
九
阿
久
人
以

f
のお丙＋
f
降
J
b
午、有、

J

－
ご
の
校
拠
ゆ
、
え
に
「
内
山
一

辺
諸
ト
ネ
に
泌
す
る
英
仏
仰
を
4
ハ
わ
江
い
か
り
で
あ
る
つ

n) 

九
六
阿
条
以
「
ど
い
h

つ
費
い
同
に
、
相
傷
し
た
自
動
百
の
訓
告
内
に
必
裂
な
修
却
も
ん
同
ま
れ
る
。

hi 

出
口
出
N
N
プ
一
ニ
叶
［
前
掲
③
判
決
｝

の
事
案
は
、
ム
門
有
者
が
所
有
名
に
対
し
て
も
注
文
者
に
対
し
て
も
、

1
1
3叩
開
を
布
「
る

場
合
に
、
注
文
者
に
什
ー
意
二
物
を
返
還
L
た
場
合
に
、

J

出
向
者
に
刈
し
亡
受
刑
健
還
請
求
権
を
有
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
f

二人。

ニ
の
判
決
で
は
、
本
川
川
手
支
の
よ
う
に
、
占
有
布
、
ん
は
お
伯
作
世
口
有
を
有
L
、
所
有
者
が
物
心
県
童
話
ぷ
を
す
る
場
合

ι
つ
い
て

（！メ人民半、 Gi ＇ス。non3〔2什liJ.n 



r日

判
断
す
る
ー
も
の
で
け
な
か
っ
た

v

c' 
ノ

が
記
の
判
決
心
枚
、
レ
ハ
一
忽
は
、
計
八
じ
条
以
下
は
、
T
h

適
法
占
有
者
〈
所
有
者
の
潤
に
の
み
凶
尽
さ
れ
る
ヒ
い
う
ー
も
の
で
ゐ
っ

J、
円問

た
二
川
記
の
事
楽
で
は
、

I
U
在
者
は
物
心
返
還
時
ま
で
ず
っ
と
L

旭
川
出
他
言
十
山
ナ
F
苔
で
あ
り
、
勾
ノ
ィ
ン
平
ィ
カ
チ
ア
パ
状
京
は
皮
4】

成
u

し
な
か
っ
ア

CJ 

本
件
で
は
、
事
能
h

は
八
王
く
尽
日
る
ハ

B
は
X
の
I
川有山
T
に
破
単
に
陥
り
、

x
yそ
れ
ぞ
れ
に
対
す
ゐ
義
務
を
履
行
三
昔
、
る
状
法

で
は
な
ノ
＼
な
れ
、

Y
ハロ
γ
1

川
右
権
一
川
畑
慌
を
／
什
倍
し
た
c

こ
れ
に
よ
二

J
L

山
主
と

L
て
ι
B
は
Y
に
汁
す
る
門
有
桧
川
市
を
尖
司
、

川大
F

つ
H
Y
L
に
な
る
〈

X
は
J

川
右
者
と
し
て
の
Y
に
対
し
て
小
川
…
法
也
ム
丁
一
内
白
将
司
に
ぷ
hb
、
ち
の
所
白
骨
刊
返
送
請
求
権
に
さ
ら
さ
れ

る
J
Z
、」で、

X
F
J
Z小
選
、
法
恒
三
占
有
苫
と
し
て
九
九
凶
条
幻
ド
ー
に
よ
り
費
同
償
泣
請
求
乞
ん
も
し
う
る
か
が
問
題
と
と
る

e) 

X
が
請
負
長
約
に
系
づ
い
て
持
血
代
金
債
拾
を
よ
u
j
る
こ
と
は
か
よ
う
な
芯
い
お
の
妨
け
と
な
ら
な
い
ー

円し十付与白川が品川↓ム有
v
h

い
れ
す
る
債
権
主
有
「
る
羽
合
に
は
、
品
川
打
者
の
言
F
ピ
認
め
な
い
ミ
ユ
シ

y

ル
の
見
解
に
は
従
え
な
い
一
一
心
開
限
は
、
占
有

者
と
所
有
者
の
ほ
定
債
権
関
係
だ
け
い
U
v
有
有
す
る
治
ム
ロ
に
は
認
め
る
が
、
京
白
人
が
他
人
T

／
一
心
債
権
的
表
品
川
に
も
と
つ
い
て
終
息

〕
た
場
古
川
い
は
尚
一
応
F
る
の
で
あ
る
、
引
＼
上
記
の
法
況
の
文
門
や
リ
ロ
山
味
ζ

調
和
し
必
い

f

ま
子
＼
ン
↑
ア
、
J

J
エ
ル
ト
の
け
見
解
と
誌
な
り
、

X
が
台
前
占
有
棒
読
ケ
有
、
二
l

」
い
た
時
上
円
、
と
貨
店
一
山
料
、
に
γ
一
と
は
、
妨
げ

ζ

な
ρ
つ
な
い
ハ

十
円
有
者
が
滴
法
時
ピ
仙
沼
ー
に
か
、

ん
叶
与
は
占
治
者
こ
な
っ
七
の
ち
に
向
指
し
た
か
は
品
安
で
は
ヨ
い
υ

一
制
法
他

エ
出
て
や
者
は
R
w
E
ん
一
、
岨
法
仇
、
ニ
占
む
者
日
ふ
り
も
司
誌
の
状
況

rで、
γ

口
引
な
地
い
に
旨
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
旦
中
九
九
仙
の
は
、
ト
リ

有
者
h
M
A
h
只
用
償
還
前
ボ
怪
な
む
使
ム
ず
る
同
点
で
、

ヴ
ィ
／
ア
ィ
カ
チ
オ
状
態
が
符
在
ず
る
こ
こ
セ
あ
γ

句
。
こ
の
よ
有
ば
法
規
の
実

質
的
配
吋
化
は
、
所
有
者
小
物
を

UHお
す
る
ご
／
｝
に
よ
り
、
占
有
者
が
内
心
中
に
中
I

出
L
ー
に
費
用
主
？
受

rJる
こ
と
に
4

め
る
。

g) 

x 
l主

ド
）
ヘ
〕
〈
）
久
本
（
り
山
吉
町
同
庁
住
吉
行
使
で
き
る
c

x 
」。

1f)x人法学lGO i2 68J 三り4 [2川什日、



シ己、つい、

Y
は
吹
田
υ
心
不
認
乞
拒
絶
し
て
い
る
か
コ
、

一
日
一
一
ハ
ム
一
条
に
、
も
と
づ
く
治
込
同
併
を
行
使
で
き
、
一
一
の
一
円
四
利
は

X
い
豆

怪
者
y

」
可
）
肢
の
泊
位
を
う
え
、
占
む
休
刊
国
ぺ
と
な
る
か
ら
、
刊
誌
は
引
岐
川
町
ハ
れ
で
は
往
く
、
ム
京
却
と
な
る
。

本
訴
に
つ
い
て

X
は
満
足
y

砕
を
取
山
h
L
、
換
似
権
限
を
取
山
h
LリJ
る
か
ら
、
ん
冗

条
の
意
味
で
円
台
出
と
F
L
う
る
白
羽
平
登
録
副
の
引
夜
九
作
手
間
中
本
で

さン
！ 

巳－

'0 

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

要
点

d
り
有
以
刊
山
広
伊
が
J

行
使
さ
れ
「
～

Z
U
H
J人
約
心
解
除
）

の
ち
の

L有
苔
ハ
ピ
不
日
似
し
ほ
抱
王
l
I
判
長
l
k
性
笠
づ
け
、

叶
右
苔
に
」
Y
Pヘ
ム
ヲ
ム
叫
占
有

V
告
の
償
淡
請
求
権
主
弘
同
定
し
た

ν

さ
ら
に
、
日
記
法
竹
有
期
間
中
に
山
山
指
し
た
費
用
に
つ
い
て
も
、
請
求
時
に
不
法
、
同
化
し
て
い
れ
ば

行
使
り
阪
と
「
ず
る
ま
に
、
所
令
蓄
の
引
浪
花
組
に
よ
4

て
一
パ
一
一
一
つ
一
条
の
満
足
権
を
取
得
し
、
ふ
の
限
り
で
ム
有
権
尽
を
山
抗
日
付
「
ず
る

こ
の
よ
担
っ
た
構
成
に
よ
亡
、

日
心

H
は
、
諸
説
伊
保
や
所
有
権
ρ
F
m悼
と
と
の
伊
保
権
が
実
行
さ
れ
h
i
n
－
め
に
仁
有
花
一
M
Jピ
良
夫
、
し

の
s
一同

hq代
令
債
権
凶
以
を
凡
々
凶
久
市
川
い
μ

ー
を
池
町
「
る
こ
J

二
、
川
附
設
す
る
こ
と
に
決
断
、
Jι

L
ぺ
仙
川
、
土
1
斗
晶
表
↓

り
口
人

刊
か
い

こ
の
よ
う
ま
占
右
主
に
九
九
凶
条
以
卜
の
費
用
掛
川
返
訂
求
権
な
十
口
J

え
る
た
め
に
は
、
そ
の
一
足
件
J

之
、
償
還
方
ぺ
切
な
い

J

必
定
請
求
貯
の

’
山
花
町
に
一
私
和
せ
ざ
る
を
悩
げ
な
い
だ
ろ
う
。
｝
｝
か

L
、
一
叶
告
者
！
日
右
打
者
関
係
ヘ
E
R
九）

の点、
J

川f
的
事
懇
が
、
所
お
苔
一
2

F

付
原
白
＋

1
1
b
u
蓄
が
対
日
川
ず
る
二
当
事
者
割
で
の
そ
れ
で
あ
る
h

一
こ
は
立
法
過
程
上
行

い

υ
B
じ
日
は

一
定
の
人
脈
で
の
紋
泣
け
け
的

の
に
氏
に
ず
は
わ
ち
注
t
v
立
告
の
物
に
所
有
権
移
転
は
い
し
山
沼
町
山
形
式
を
こ
る
担
似
議
が
設
定
3
れ
て
お
り

権
実
行
の
札
果

そ
の
後
給
付
E
C担
保

ぽ一

注
王
者
心
一
昨
ム
刊
か
ム
完
全
に
雄
、
れ
て
し
ま
つ
に
地
合
の
請
負
人
の
よ
回
以
リ
ス
ク
の
山
一
似
権
者
へ
の
転
絞
り
J
J

吟
ピ

一
般
批
判
川
皮
の
山
女
件
デ
↓
綬
叩
し
た
乙
去
の
い
判
中J

は
ほ
か
に
日
出
取
引
の
北
口
及
に
対
y
U
し
ん
一
請
負
へ
の
段
治
て
た
り

人
f
i

れ
J

川
市
打
に
ι
けハー～

（！メ人民半、らii ＇ス，＼81＂η日〔2什liJ." : 



r日

で
き
る
よ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
副
作
い
町
一
R
E
U
J川
市
要
件
の
一
般
的
他
殺
、

＝乞
t
丁
ー
サ
4
］
昼
間
し

hmw，i
昨
協
の
般
的
承
認
の

J、
円問

て
い
ん
よ
、
は
一
司
、
ス
な
い
〉

一旬、

権
の
品
開
究
性
、
日
公
人
の
け
広
伝
円
従

L、

つ
ま
り
、

殺
ほ
の
ト
刀
法
を
」
棋
士
に
い
た
、
れ
〕
7
L

ヲつ、川市
7J芯
は
、

期
待
十
倍
、

凶
け
何
時

本
汀
決
が
γ
ハ

H
p
u
一
人
諸
構
成

（
物
体
的
請
求

メ一

元
叫
約
債
権
ー
の
寝
士
、

な
い
1
v
一
昨
江
川

の
不
適
法
性
）

心
中
に
、
民
り
一
次
1
」
な
も
の
が
あ
る
；
日
仏
一
識
し
戸
、

注
文
者
に
付
し
て
有
rJ
司
令
請
円
、
代
金
債
権
心
人
に
限
定
す
る
方
れ
乙
、
請
負
人
一
を
伝
護
ず
る
方
y

川
と
な
の
り
侍
る
n

，
問
者
I

九は、

M
F

権
の
、
告
げ
山
取
得
壮
一
介
し
て
所
有
者
に
も
請
求
で
き
る
と
す
る
も
5
か
ら
、
所
有
有
白
書
の
古
泣
か
ら
負
担
の
収
拠
を
将
く
も
の
、
な
ど

が
あ
る
u
η
没
者
の
構
成
、
も
多
山
林
で
あ
る
し

fh用
物
訴
ん
惟
対
除
の
計
怖
を
明
不
に
山
FJト
l
f
m

」
か
は
と
も
か
く
、

の
契
北
関
係
仁

限
定
し
よ
う
「
す
る
思
考
、
契
約
間
以
い
の
優
先
肝
心
考
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、

」
の
評
判
を
引
抜
l
k
す
G
た
ろ
う

方、一－
J
J
L」勺

τムふエ

（

？

j
i
 

別と的
な＂，＇.
どぶ
が梧
あの
る油

古：
'1雫

不山叩
l
利
得
類
1
～
一
論
に
お
け
る
い
h
u
刊
利
得
の
州
民
I
し
注

「ハλ
す
け
利
h
什

nu一
補
充
性
）
、
給
付
と
費
用
ね
ム
ふ
り
探
作
的
峻

小

ψ

遺
児
通
常
裁
判
所
一
ん
六
ロ
ギ
二
凡
一
一
一
ヨ
判
決
、
z
tご
日
三
e
Zど

判
決
理
問

法
定
刊
は
棒
の
，
詐
う
い
ω
取
位
い
い
の
問
械
は
、

刈
川
内
学
μ
況
に
お
い
て

H
E
2況
が
幅
広
勢
ご
あ
る
ド
、

当
部
は
ブ
ィ
ヒ
最
高
1
叫
判
所
の
川
内
に
従
h

？っ

。
一
：
ぃ
条
と
一
二

4
T
足以

も
っ
ぱ
ら
伝
持
続
の
規

は
そ
の

λ
立
が
反
対
す
る
。
バ
ハ
凶
州
、
去
定
叫
円
怪
の
ぷ
J

り
に
は
、

定
を
泉
市
十
と
ず
る
か
ら
で
為
る
。
一
号
店
わ
か
っ
、
t
比
｛
耳
寅
ヰ
は
、
通
常
、
比
常
務
者
、
兵
体
的
に
は
、
資
仙
人
一
や
注
z
入
者
r九UJh有
一
q
，司令物げい

対

L
て
の

｝
了
ζ

は
津
市
川
ゴ
日
が
I
同
司
令
、
ぐ
ご
ろ
で
あ
Q
U

二
4
J
U
A木
は
、
法
定
民
権
力
以
u

に
は
認
わ
ら
な
い
。
務
作
一
：
一
ハ

六
条
も
そ
の
税
制
叫
と
は
ら
以
レ

U

十
日
法
の
特
別
か
ら
民
法
ん
ら
日
権
へ
の
推
訴
は
詳
さ
れ
h

d

w
〈

物
権

1f)x人法学lGO i2 7けj三侃［2川什日、



要
点

請
負
人
心
叶
山
之
質
権
規
之
は
、
引
文
句
右
子
非
所
有
者
ト
ふ
る
場
合
に
は
泊
尽
さ
れ
ず
、
そ
の

L45u取
d
し
も
認
め
ρ
つ
れ
な
い

J

連
3
7
3
常
裁
判
所
一
九
六
八
庁
二

j

口

八
日
斗
決
（
出
C
出
N

日
N
U
C）

原仁
U
X
は
r
法
廷
染
者
A
に
i
一
ア
ソ
ク
一
吉
岡
述
内
汽
金

ζ
L
て
約
冗
H
O
O
F〕
マ
ル
ク
の
泊
費
貸
日
を
分
百
払
ー
、
手
形
こ
引
換
に
ヲ
え

二
f
－

A
は
干
の
料
保
と
し
て
＼
L
ツ
ゾ
ク
を
X
に
ι夜
、
時
拘
伐
に
品
川
［
だ
し
長
約
に
お
レ
て

A
は
阜
の
保
守
の
義
務
を
わ
h
ハ
ツ
戸

f

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

江
口
主
に
何
肢
か
前
開
封
一
ゲ
↓
さ
ぜ
、
同
一
こ
の
未
私
L
品
川
人
止
が
か
さ
ん
で
い
た
c
A
E
肢
の
紛
中
に
よ
わ
ち
し
は
A
h
v
ら
山
中
を
向
似
し
に
じ

X
は
E

に
対
し
て
譲
尚
北
し
伐
に
も
と
つ
寺
引
泌
を

J

糾
求
し
す
に
ハ

Y
は
控
訴
審
で
は
A
にし
F4ず
る
代
金
債
椛
に
J
O
と
づ
く

L 
G 

物
防
批
的
向
い
置
体
恨
の
み
れ
rJ引
用
し
た

O
L
G
は
、
原
転
決
を
変
宇
～
し
て
、
残
続
持
の
支
払
と
の
引
神
一
約
付
新
J
い
を
山
［
た
）

X
心
土
円

は
L
心
川
決
の

Mr仮
と
な
ッ
に

v

判
決
現
由

山
岡
山
出
向
員
十
も
し
く
は
民
的
人
の
注
文
ピ
よ
り
中
u
q

絡
用
い
た
請
負
人
一
？
此
時
間
代
金
に
つ
い
亡
所
不
平
い
に
向
か
え
一
ゐ
か
が
与
一
J

わ
れ
て
き

町
市
均
一
切
判
決
］

ー心
c

当
お
は
、
お
ご
ヱ
X
ω
六
円
印

ω

に
お
い
「
工
、
什
文
文
の
所
有
物
で
ば
ん
d

い
場
合
に
ば
、
方
白
人
は
法
立
安
倍
J
b
午、書意

絞
り
し
江
い
ノ
；
〆
た
が
、
完
工
｛
刊
、
五
口
出
［
前
日
刊
③
判
伏
］
て
は
そ
の
1

せ
つ
な
地
合
に
、

h
九
阿
条
以
下
に
も
乙
コ
く
償
還
詞
ぶ
権

と刈日
E
枕刊か
γ
認
め
、

L
か
も
背
負
人
の
貸
出
凸
旧
日
時
に
お
初
仰
を
台
L
て
い
て
ー
へ

〕
ち
と
ヴ
A

1

J

J

イ
ヲ
ゼ
ノ
オ

h

十八拙いがパイ
1

ず
れ
ど
、
二

：

一

フ

J

v

j

l

の
よ
う
以
権
利
が
ぶ
め
ら
れ
る
と
ー
た

U

本
れ
で
心
O
L
G
刈
仇
は
、

こ
れ
を
き
ら
に
推
し
た
め
に
、
必
有
者
引
い
刊
丈
者
を
ん
1

じ
て
汚
以
お
L
て
い
た
か
に
も
佼
存
L
ぽ
い
と

手
一
し

［
工

（！メ人民半、らii ＇ス7'1＂＇〕7〔2什liJ." : 



r日

，.，、
人J

ぱ

り
ひ
門
、
名
門
の
刊
日
目
白
権
は
債
権
的
主
給
付
拒
絶
ぬ
で
あ
り
、

ち
が
筏
即
時
も
v
〕
〈
ば
修
町
／
い
ほ
に
X
の
返
還
請
求
M

刊
に
さ
ら

さ
れ
ん
｝
場
台
、

yyυ
判
致
点
有
者
；
：
三
L
h
v
A
に
忍
浸
す
る
ご
y
し
で
そ
の
お
浅
消
滅
す
る
。
ベ
刈
rLに
そ
の
都
芝
、
ー
の

J、
円問

留
置
権
Y
N
A

消
滅
す
る
。

Y
が
的
問
球
の
た
め
に
物
を
再
向
山
川
げ
じ
た
ぬ
ム
τ
に
は
、

VAChド一め

二
圧
計
平
一
月
瓦
ん
マ
パ
μ
1
1
昌一、

N
j

l

h
一
行
〈

f
f
f
：
J
t

n 
；主

t
1
1ノ

3
ヘ
）
中
」
E
J
U
V

ι目
／
J
d
c
f
G
I
i

に
主
仕
ノ
＼
従
コ
ブ
｛
、

、
」
れ
に
刻
し
γ
川
品
川
の
山
間
置
権
か
復
活
す
る
わ
け
で
は
は
い
。
地
一
万
Y

許
容
は
正
心
デ
ー
も

X
の
新
た
な
返
還
引
会
濯
に
対
L
て
新
ん
ー
な
官
同
誌
を
取
’
侍
す
る
か
り
智
内
セ
均
一
討
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
以
前
の
I
川
ム
竹
黙
間
に
由
来

3
9
る
安
川
明
償
還
請
求
2

砕
を
九
円
ん
で
レ
た
に
、
一
心
点
は
本
y

｛
疋
ず
れ
ね
ば
な
ら
伝
h
q
h

ご
パ
νJ
舛
巾
は

コ
ウ
バ
ー
か
ら
出
L
く
る
c

、
」
心
期
｛
モ
は
、
提
訴
も
し
く
は
本
認
が
h

d

w

限
旬
、

y
R
C刊
V
刊
ヘ

一
筒
い
り
で
資

川
市
信
泣
」
市
求
姑
仰
は
消
滅
す
る
L

一
い
沿
っ
内
容
で
あ
る
が

Y
は
A
内
の
返
還
に
よ
れ

士
同
夜
？
l

有
者
X
＼
心
返
還
も
Lhl一
こ
と
に
ロ
り

円
以
後
む
し
村
理
に
つ
い
て
も
ナ
立
に
請
求
梧
は
出
減
L
C
い
る

J

し
た
が
っ
て
、
費
用
償
還

L

五
求
防
相
が
な
い
以
、

c
c
c条
心
一
仲
間
世

憶
も
成
げ
し
た
い

そ
の
ト
什
、
や
抗
く
2
し
で
も
、

山
県
全
体
か
ら
す
る
L

｝、

ん立＃白｝九円一一向、

つ
つ
ひ
丸
木
に
も
と
コ
く
間
置
格
は
い
つ
、
ズ
ら
れ
ぷ
い
｝

J
I
？
」
占
！
？

可

7
1
j
u
y

川
百
一
戸
権
、
、
、
、
げ
く
は
一
一
古
ん
ー
請
求
桟
が
1
7
九
つ
守
れ
る
が
、
両
者
が
FLz
什
す
る
こ
ζ

は
な
い
三
ト
ム
1
b
μ

り
す
が
す
で
に

。
。
一
条
に
「
O

一り完全一

な
詩
、
以
降

Jr右
す
る
と
こ
ろ
の
、
以
U4
の
費
用
い
つ
い
て
も
沼
市
立
株
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
矛
円
治
す
る
「
！
と
に
な
ろ

h

つ
、
ベ
t
u
r、

一
C
C
条
か
ら
一
円
〉
ハ
て
一
条
の
閥
述
か
っ
九
る
こ
、
ー
ν
法
者
は
占
治
関
係
終
了
後
の
費
以
一
位
還
請
求
棒
は
迅
速
に
弘
法
さ
れ
る
4
一の

と
し
て
い
る
。
占
有
有
が
以
前
の
！
日
有
期
閣
に
到
来
ず
る
費

μに
ふ
一
と
つ

に
留
笠
徒
に
依
拠
で
き
る
と
了
J

れやは、

こ
の
門
ー
に
v
ち

J

ゲ
己
府
竹
す
’
λ巳

U

も
し
、
請
負
人
が
町
民
社
恒
J
V
一
有
す
る
場
、
n
に
は
、

条

二
4
J
U
全
に
よ
り
物
の
、
正
文
者
へ
り
返
還
に
よ
り
民
権
は
わ
滅
寸

ア

G

－一」（
γリ

ミ

う

L

仲間

（に

C
C条
に
も
と
づ
く
憤
p

確
約
清
一
也
維
に
つ
レ
に

一
周
判
長
ぷ
コ
ド
ー
ね
ば
L
h

うら
J
3
U
レ
し
こ
の

1f)x人法学lGO i2 72J 三時［2川什日、
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I
3
理
屈
に
〈
日
え
ノ
ご
判
事
支
払
前
い
請
負
人
、
？
、
μ
文
ヌ
に
砕
を
み
…
泣
ず
る
場
合
、

彼
は
注
γ
立
て
に
一
」
れ
に
工
り
倍
以
を
I

J

え
る

ν

げかいい
υ

白
い
い
の
欣
険
に
お
い
て
〉

に
、
物
が
別
の
刊
ぺ
川
斗
と
再
校
行
い
さ
れ
て
ー
へ

h

一C
口甘い
H
A
V
E
九
、
日
入
手
引
に
婦
さ
な
い
物
に
叫
び

か
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

要
点（

〉
（
い

条
（
り
世
一
同
窓
か
別
枠
秋
山
有
心
取
何
で
足
れ

J

る
か
T

川
」
か
は
立
法
吾
程
か
ら
は
晴

4

ら
か
で
は
な
し
が

お
η

て
ら
く
T

川
口
心
釣
か

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

木
間
決
は
、
占
右
有
ysん
ら
匝
t
t
？
山
右
者
へ
の
返
迭
で
何
時
に
所
有
者
ヘ

た
と
り
ハ
一
人

（

r川
村
抑
①
判
決
で
耳
以
外
J

と
怪
翠

を
い
別
し
た
か
ら
、
と
の
よ
う
た
惇
釈
が
必
wfhJ
な
っ
た
一
両
者
主
同
視
し
く
い
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
牛
じ
な
い
二

i
有
者
が
｝
口
有

ー
ピ
再
山
肌
符
し
た
場
合
に
、

被
位
以
債
権
が
と
日
ま
で
及
、
山
か
も
ー
υ一
以
巡
れ
で
は
明
ら
か
で
は
何
百
い
が
、

卒
新
J
いは、

以
前
の
占
右
期
間

二
出
来
寸
ゐ
昔
、
用
に
つ
い
て
は
ノ
「
ま
れ
な
い
と
し
に

い
ず
れ
も
古
存
者
の
費
用
情
涯
を
制
約
「
る
品
川
で
の
僻
釈
で
あ
る

v

傍
証
と

の
規
定
が
『
占
有
終

f
絞
の

つ
い
と
抗
述
処
州
四
ア
ζ

古
品
川
州
、
し
た
い
る
こ
と
も
宇
け
る

v

付
鴻
的
に
、
初
の
出
川
肢
に
信
用

, __ 

' 、
の供ト勺
J

J

乞
什
見
る
ご

／一、
' ;J 

述内れ一直
Mυ
裁
判
所
一
九
〕
己
年
斗
月
阿
じ
判
此
（

3
2｝

N
F
L

F
は
口
己
の
自
軍
用
計

平一
v
h
γ

を
絞
り
引
け
る
こ
と
を
抽
仙
台
X

た
が
、
そ
の
ロ
は
、
被
己
銀
行
Y
に
譲
渡
い
い
保

に
供
さ
れ
て
お
り
、
立
政
宇
な
録
叶
J

勺
引
き
波
3
れ
て
い
亡
。
t
h

リ一J
一
山
用
紙
心
表
而
に
は
、
古
本
同
日
約
款
に
利
し
て
指
ボ
β

あ
り
、

に
は
、
請
負
人
に
は
前
矢
代
金
使
濯
に
つ
い
J
1

、山口ゴ］
U
1
1
有
の
物
に
つ
J

て
向
州
問
権
と
約
定
質
権
が
守
え
ら
れ
る
こ
と
が
川
芯
さ
れ

て
w

た
u
X
は
前
開
封
一
ゲ
↓
完
了
し
た
が
、

ド
は
半
主
引
き
取
ら
ず
、
先
令
訪
れ

1
3
一
七
マ
ル
ク
ヰ
J
7
4
弘
わ
な
か
っ
た
c

申
告
さ
れ
ド
斗
－
一
市

ネ

ャ

（！メ人民半、 Gi ＇ス731＂＂＂〔 2什liJ." : 



r日

に
」
る
川
立
の
池
唯
叫

7
3で
き
な
か
っ
た

X
は
交
換
問
1
1
1
N
γ

主
一
件
ひ
攻
h
J
外、
ν
た

r

設
山
岳
と
拭
h
J
M
ケ
げ
の
賢
一
院
は
約
一

、

／
〈

i

ノ
ペ
ー

ク
で
あ
っ
2

1

0

X

は
Y
に
刻
L
て

μ助
且

lhz州
迂
の
引
渡
乙
内
勤
ム
つ
の
校
仰
の
刃
L

苓
7
5
J
4
め
て
相
官
訴
ハ
子
情
的
に
、
訂
の
引
ι均
y

訂
以
松

J、
円問

fJ 

二
ハ
マ
ル
ク
の
え
払
合
求
め
た
の

よ
μ
ム
パ
は
効
を
会
’
v

につ

L
G
、

。L
U
は
と
J
h

に
請
求
を
業
却
し
ん
ペ
小
、

判
決
環
曳

コノ人一、
JJ
戸
｝
川
口
コ

£
F
h

一一
U

U
J
J
P
1
1
ψ
l
l
H
I
t
 

特に｝一

L
庄
司
事
守
録
副
の

X
は
F
が
平
の
九
州
布
者
で
あ
る
日
吉
」
仕
確
認
す
べ
き
で
あ
ゥ
ト
、

不
hγ

一
求
め
る
べ
き
て
あ
っ
た
の
仏
、
し
て
い
な
い
か
ら
、

ふ
」
仇
、

A
Y
I｝

N
J

l
し
i
p
－－

約
ー
ん
貸
住
を
取
符
し
え
な
レ
c

子
治
J

む
請
求

ι
っ
し
て

も
、
レ
j

h

～
出
約
さ
れ
た
費
川
肘
が
一
心
仁
ハ
比
さ
れ
た
の
た
か
ら
、

そ
も
そ
も
支
弘
前
ぷ
が
で
き
な
レ
と
し

xが
中
心
↑
「
有
取
得
パ
V

際
r
rじ
必
市
中
登
録
一
J

C
提
子
ど
求
め
な
か
っ
た
と
［
て
も
、
古
レ
円
で
あ
る
と
十
L

張
L
r勺

校
A

訴
審
は
、

重
過
失
れ
い
り
存
’
i
に
つ
い
て
一
般
的
に
諾
う
て
い
る
の
み
て
ゐ
る
か
ら
、

」
告
審
は
本
事
案
に
お
け
る
存
と
に
つ
い
て
枚

一乙ドパヱム匂
v

当
部
は
総
わ
ノ
遅
い
、
け
十
川
市
中
溝
人
に
つ
い
て
、

mRE土
山
い
少
ヘ
ホ
く
J

も
白
川
山
中
登
録
て
す
（
り
交
付
J

ら之さ仲
L
r

場
合
に
の
み
善
意
で
あ
る
と

見
な
せ
る
乙
判
断
し
て
き
た
）
疑
い
が
あ
る
場
む
に
は
、
さ
ら
に
民
終
保
正
刊
号
、
乙
）
て
記
載
さ
れ
て
い
る
ー
へ
の
問
い
あ
わ
ゆ
義
務
が

仕
ず
る
E
U

汀
動
単
心
口
約
り
に
質
権
に
つ
い
て
同
様
の
原
則
が
安
当
一
3
0か
否
か
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
一
以
卜
れ
校
長
レ
ベ
ル
で
は
判
断
が
な
い

プ
イ
ヒ
長
凶
裁
判
所
は
一
刊
で
こ
の
間
泌
を
扱
っ
し
い
る
υ

す
な
ね
ら
、
所
ゐ
権
珂
M
r
附
さ
れ
た
斗
を
！
H
こ
に
引
き
は
「
ノ
こ
と
か
ら
牛

リ
ス
ク
は
完
王

hr－
詔
一
す
べ
き
で
あ
り
、
請
負
人
一
け
並
立
は
打
記
3
れ
る
。
池

j

万
、
訴
平
日
場
台
に
は
、
前
向
、
人
は
刈
布
格
引
保

の
叶
校
糾
れ
や
M
4
c
t
r
J
デ
ず
で
為
り
、
所
有
r
叶
渇
係
や
売
買
契
約
斉
の
認
を
か
す
へ
き
4

あ
る

U

し
か
し

九

刈
7
J
1
に
rH説
古
衿
河
川
，

f
が
導
入
さ
れ
て
の
ち
片
山
、
、
一
れ
が
も
ご
ぱ
ら
の
北
川
準
と
な
る
c

1f)x人法学lGO i2 74J 三；o i:2川什日、



円
重U
'ii 

；ょ
n~ 

C) 

十i!
之J、

〈
て
A者
負

人
〉リミ

E主
権
を
弄
立
Fぇ
f早
,, 
2 
る

'J 

Fて

は
近
日
町
争
い
が
あ
ゐ

方
で
は

H
助
旦

な
総
計
J

子
ノ
く
は
そ
の
他
の
方
法
芝
、
引
文
者
心
所
北
引
を
議
認
す
べ
き
と
L
i
Q
V
匂
士
、
他
方
で
は
、
特
別
心
事
怖
が
あ
る
は
均
台
に
の
み
で

の
よ
う
な
惇
訟
が
必
要
乙
な
る
い
一
づ
る
考
え
が
あ
る
つ

X
が
白
J
U事
円
M
U
開
討
を
提
r
芝、

f

J

f

か
ど
う
川
J

亡
、
話
志
位
を
決
’
記
す
る
。
）
J
ρ
L
、
こ
れ
に
は
従

ア
ナ
よ
い
。

一
訪
れ
申
立
り
は
誌
に
は
、
所
有
者
で
は
な
く
、
川
医
下
村
サ
引
が
記
載
さ
れ
る
の
で
為
り
、

γツ
ー
有
権
諸
係
の
准
芯
酬
を
詳
さ
な
い
が
、

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

所
有
権
情
深
芯
い

L
一
が
は
担
保
む
場
ム
ロ
仁
、
証
主
川
古
川
端
持
。

J

る
か
交
付
さ
せ
る
の
M
r
吊
し
み
♂

h
、
江
に
り
の
ム
ワ
判
は
、
所
有
権
の
法
的
信

訟
で
は
な
い
炉
、
事
実
ニ
の
詐
定
は
働
く

し
か
し

注
邦
述
高
H

品
川
一
叫
が
中
十
戸
市
ヰ
完
H
い
つ
い
て
設
定
す
る
呑
丘
性
心
基

V
一
を
こ
、
、
亡
そ
の
ま
広
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

両
者
で
は
効
果
の
占
で
ト
八
六
一
之
祖
返
が
あ
る

P

売
買
ゼ
は
市
川
ん
け
権
主
牛
、
う
が
、
引
一
一
権
の
協
ム
口
二
は
ふ
の
白
、
伊
の
み
で
あ
れ
r

、
し
か
も
所

J

『
者
h

そ
こ
7
m
J

ら
利
益
を
受
バ
る
こ
し
仁
で
調
整
さ
れ
る
〈
従
っ
て
、
百
九
格
の
場
介
に
は
善
意
牲
に
つ
い
て
よ
れ
低
い
井
市
が
妥
LWー
で
あ

ザ

d’D 
' U

X
仏、りい、

約
’
心
一
官
民
権
を
苔
意
以
得
ト
ゆ
る
た
め
い
、

自
動
古
川
リ
録
一
コ
”
の
提
示
日
’
必
要
だ
と
考
乙
る
と
、

干
れ
は
日
光
務
卜
ほ
と
ん
ど
長
行

γ

山
川
殺
な
事
怖
が
加
わ
る
c

口
動
車
政
リ
叙
試
の
抗
ぷ
が
注
文
の
際
仁
J%に
必
要
だ
こ
す
れ
ば
、
宇
佐
を
相
｛
予
ぶ
に
い
っ
ー
も
携
H
h
勺
ざ
る
右
え
な
く
な
り
、
霊
長
↓
し
山

れ
る
こ
乙
J

瓜
長
じ
よ
う
n

て
の
結
束
、
不
誠
実
な
前
白
人
が
副
主
一
と
／
7
h
に
処
分
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
J

モ
生
一
ず
る
。
こ
の
よ
ミ
な
、
ア
乙

は
、
修
湾
作
業
の
林
洋
を
も
た
ら
す
。

引
い
ぷ
状
況
も
、
不
得
な

μ
が
な
い
山
れ
わ
、
提
引
さ
せ
な
く
と
も
、
請
負
人
は
芳
志
た
り
う
る
と
考
え
る
こ
と
を
支
持
す
る

U

（！メ人民半、らii ＇ス7S1 Sll〔2什liJ," : 



r日

要
点

約
古
川
は
棒
の
f

守口
ω
取
（
円
山
い
に
お
汁
る
寄
左
中
耳
仕
い
の
判
断
f
d
渋
が
問
起
と
な
り
、
ケ
ダ
校
な
考
慮
の
上
、

宗
春
な
白
が
な
い
限
り
、
行
支
者

J、
円問

に
汀
動
支
｛
リ
A
U
一
刊
を
枕
ボ
さ
す
九
ぺ
〈
で
も
、
一
請
負
人
は
廿
曜
日
意
た
り
う
る
乙
し
た
。

吾手
十

口
ふ
［
込
山
に
お
け
る
斗
威
論

日
本
で

判
決
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
判
制
町
J

ぬ
珂
立
午
七
月
一
六
日
が
叶
I
時
の

、
最
高
裁
の

九
千
説

u
影
帝
国
古
川
パ
け
て
、
原
告
で
あ
る
論
争
、
人
と
注
ー
メ
布
、
日
文
者
、
r一
号
有
者
そ
れ
ぞ
れ
の
坊
年
に
汁
一

1
匂
考
忠

J

ば
く
し
て
、
単
純
仁

請
負
人
か
ら
所
有
t
r
n
に
だ
ナ
る
不
当
利
作
返
還
前
ぷ
乞
認
め
た
が

そ
れ
に
バ
ず
る
学
説
の
批
判
に
応
じ
る
形
で

最
刊
ド
成
仁
4
九

円
一
九
円
は
、
心
丈
者
1

」
所
ム
ヰ
引
の
聞
の
パ
ヘ
約
関
係
を
考
慮
Lι
ー
一
一
で
、
そ
に
可
い
の
を
刊
断
ず
る
、
よ

η
制
限
的
立
立
品
に
転
じ
た
c

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
動
淳
給
問
、
不
刑
判
所
改
修
と
い
う
事
業
で
あ
う
た
が
、

い
す
れ
も
ι町
象
て
あ
る
功
付
、
所
台
者
が
日
収
し

に
の
ち
の
紛
争
で
為
的
、
議
白
人
が
な
h
p
占
有
な
い
て
い
れ
ば
、
議
角
（
代
金
債
権
二
コ
い
て
、
凡
川
置
権
が
問
題
2
h
u
る
と
こ
ろ
で
あ
勺

戸
一
仁

L
 J

 

詰
山
南
で
はJ
J
L

ド

f
y
の
判
例
は

所
ム
引
き
－
が
片
時
限
助
産
を
凶
以
下
ν
た
早
T
4
E

単
純
に
万
白
人
か
h
J
d

川
右
者
に
ほ

J

初
日

亡
、
h
八
九
阿
久
対
以
ー
の
費
用
結
決
請
求
を
認
め
た
が

（
ロ
ル
刊
戊
）
、

「
傍
請
で

そ
の
リ
悶
帽
を
z
h

円
｛
心
し
ぺ
1
2

山下ジん。、
1
入
、

t
f
 ま
ず
、

注
ぷ
お
へ
の
返
却
は
、
質
権
や
山
田
E
P性
心
消
滅
を
も
た
り
す
が
、

叶
時
に
わ
尽
の
れ
り
で
あ
る
乙
一
川
市
町
さ
れ
ど
）
、

な
お
請
負
九
が
肋

寸
与
を
ム
門
臼
し
て
い
る
事
案
↑
ど
、
九
九
四
条
以
一
ヘ
円
安
用
償
還
請
本
か
認
め

、
混
却
ウ
繰
り
返
さ
れ
七
場
合
に
は
そ
－
U
祁
民

川
削
減
す
る
こ
さ
れ
に
一
必
可
決
）
。
他
万
三
は
、
請
負
人
心
一
法
定
」
質
権
の
善
意
取
お
を
否
定
L
に
｛
必

1
決
一
九
川
、

〉
－
っ
こ
、

〆
v

l

j

t

ポJ

質
権
の
常
口
以
外
j

は
認
め
た
（
m
Z判
決
」
C
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こ
の
「
て
n

h
ド
イ

y
の
刊
例
さ
は
、
ミ
れ
ら
が
民
法
ぷ
足
立
の
妥
ぺ
な
解
釈
で
あ
る
し
小
、
結
論
は
妥
当
一
か
、
ナ
め
く
ワ
て
学
説
が

多
々
批
判
す
る
と
、
一
ろ
ど
は
あ
る
が
、
て
れ
ば
と
も
か
く
日
例

予

ν
て
は

十
円
有
の
保
山
河
の
有
L

川
、
が
九
九
四
条
以
下
の
盛
い
戸
市
償

主司副

ιい
に
つ
い
て
本

ぷ六十い引ない

研
円
り
確
に
つ
い
に
も
重
去
な
草
川
同
一
あ
り

ド
イ
ソ
民
法
刊
に
九
州
引
い
什
十
る
評
p
川
の
反
映

ー
に
と
述
併
し
て
い
る
と
二
止
は
え
る
。

γ
ば
わ
ち
、
九
九
回
え
れ
1
1

一T
の
費
用
償
還
請
求
が
認
め
、
コ
れ
る
と
し
マ
J
b
、
汀
烹
日
セ
却
は
請
求
暗
ー
ォ
体
の
ん
知
…
N

削
除
斥
銭
関
心
進
行

を
加
給
さ
は
じ

C
C
条
）
、
賀
川
惟
で
は
、
汗
九
之
江
｝
却
は
質
権
ケ
消
滅
さ

rる
戸

r
h

一札小）

か
ら
一
で
為
る
c

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

、
｝
正
ょ
う
芯
ド
／
ソ
の
判
例
士
山
科
JJm
し
つ
つ
議
前

rJる
円
本
の
学
一
泌
を
は

rr吋
ょ
う
ι

一、－J

ま
ず
、
旅
原
説
で
あ
る
’
訪
は
、

v
f
y
判
例
を
以

F
の
よ
う
に
ま
と
め
る
〔
ヤ
7
4

ブ
ス
心
分
析
と
山
容
陪
し
つ
つ
、
請
負
人
心
保
護

、
り
某
泌
を
、
請
負
長
約
に
お
一
三
令
請
負
人
の
q
品
川
版
行
指
筏
に
わ
本
め
）
Q
F
F所
有
ι寸
む
返
護
請
求
権

c
h殺
に
よ
っ
て
、
話
門
ハ
人
の
山
山
摘
は
、

給
付
悶
係
と
費
用
支
出
関
係
に
分
裂
し
、
坊
位
主
と
の
関
係
で
は
、
川
市
一
菅
井
J

る
所
有
害
に
も
、
±
み
ざ
る
べ
き

括
代
の
均
花
的
同
作
利
L
Y

し

｛
J

か
ー
、
そ
れ
は
無
制
限
で
は
な
く
、

動
遊
山
小
「
J

に
お
け
る
均
権
収
d

J

に
即
し
と
制
限
さ
れ
、

ム
有
心
仙
山
山
双
山

て
あ
ら
わ
れ
る
と
ー

r
Z
L
T大
わ
れ
る
こ
「
さ
ら
に
、
こ
の
上
は
以
ト
の
よ
う
に
4
i
l
久
羽
さ
れ
る

v

い
の
t

d

h

♂
ノ
な
請
負
人
の
保
誌
は
、
ヂ
コ
利
得
訟
の
ル
i

ト
ピ
通
じ
て
で
は
な
く
、
他
の
法
形
式
、
す
な
わ
ち
与
も
と
い
「
び
つ
い
た
法
｛
一
心
賞
校
L

と
〕
て
実
川
相
手
れ
た

ト
）

i
ヘ7A
と

7

j

l

l

ノ：一

は
、
こ
の
よ
う
な
向
指
に
よ
る
制
限
は
、
少
な
く
こ
弘
法
よ
担
刊
格
般
の
あ
り
方
か
つ
は
り
え
ら
れ
な
い
と
十
る
っ
そ
こ
亡
、
第
二

話
が
J
L
F
f
者
に
汁
価
を
支
払
っ
て
い
て
も
、

宿
伝
的
に
日
開
れ
者
・
受
領
者
間
の
格
利
柊
転
の
示
一
ぶ
合
一
さ
に
つ
い
て
知
一
っ
て
い

余
人
、
は
不
h

利
将
返
還
前
ボ
を
銑
一
者
げ
い
い
刊
し
て
も
圭
艇
と
き
る
と
私
論
づ
日
る
n

こ
れ

ι汁
L
て
、
疑
問
や
は
王
し
た
の

彼
は

ド
イ
l
y川
内
こ
り
わ
け
p
f
－
サ
討
を
参
四
日
、
し
に
仁
で
、
請
負
人
の
保
茂
は

i
h
川
肘
危
険
心
割
引
点
か
ら
必
｛
止
さ
れ
る
べ
き
2
ず
る
一
内
わ
し
て
い
る
こ
と
炉
ら
、
相
む
凶
作
刊
行
ナ
を
越
え
て
、
償
追
認
拐
を
白
｛
心
TJ
る
こ 士弓一一行
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r日

と
は
波
山
怖
が
あ
る
こ
す
る
c

ヨ
本
法
一
の
文
脈
で
は
、
均
一
向
維
の
笠
宮
山
夜
行
を
守
｛
疋
「
る
こ
と
で
対
処
す
べ
き
と
「
る
に

か
ら
で
は
な
し
か
と
再
「
J
K
議
す
る
じ

ゐf

y官
：約
~卜
権

内
メよv

の
~f 

え，

i~ ［ 
き
、
Wx人法学l GO i2 78J 日4「2iil什 Q

』
一
ぺ
℃
」
斗
リ
ユ
f
L

、
…
設
当
日

c～
み
」
小

L
 

ド
イ

y
判
例
国
学
説
に
お
日
る
九
九
阿
久
川
以
下
心
費
以
ベ
叶
往
還
請
求
心
池
一
同
一
は

ん
い
い
」
利
待
の
構
造
仁

J、
円問

よ
る
制
約
、

T

川
υ

利
何
日
」
日
本
を
台
定
ず
る
浬
白
と
は
な
ら
な
い

:h. 

iす
－~ •. 

質
治法
7｝えの
よむし日i
i主印

!T! 

0) 

tユ，
J〕

窮
余
0) 

0< .. -, 、｝,. 
β均
iJ 

ド
イ
ソ
ベ
泌
が
不
当
列
停
で
は
な
く
費
用
償
還
こ
し

っ
て
き
ん
ヘ
の
は

況
の
合
球
性
4

め
る
解
決

の
契
絞

へ
ト
エ
ベ
ば
利
待
債
務
渋
権
者
の
関
心
事
円
山
ド
旦
仙
台
尽
に
－
A

る
は
i

川
川
、
同
加
分
に
お
け
る
利
自
の
推
定
）
が
そ
こ
に
〈
円
ま
れ
て
い
ん
J

ヰ
一
へ
前
が
や
や
カ
ム
九
υ
っ
て
レ
な
い
よ
う
に
も
習
も
え
る
が
、
之
一

一1ζ
に
に
の
意
味
が
お
り
を
う
で
あ
る
。
藤

内
イ
Y
ふ
い
の
帰
結
を
い
十
布
L

よ
る
制
限
ド
ー
で

it ~；t ξι己
主判t
る；：，
と

つ
日晴

雄
"" 
ど
句。J
t、l
l: 
t日
本
ヰ戸、

ま
と
め
つ
ハ
も

U
本
法
で
は
そ
の

、
ミ
コ
－
L
’ん

v
刀
L
一
年

J

イ
ソ
注
小
説
か
ら
い
川
市
危
険
、

J

台
（
り
例
判
的
扱
い
を
ヨ
ト
ト
叩
い
て
は
ω円
置
権
心
芦
玄
取
仰
の
提
唱
同

つ
げ
る

J

既
に
い
凡
て
き
し
土
よ
う
に
、

f
y判
例
の
態
伎
は
、
主
計
一
不
的
に
、

九
九
問
来
以
下
の
費
川
市
償
還
詰
求
権
制
改
に
ん
F
ま
れ
る
川
崎
山
札
的
一
寸

机
川
を
、
そ
れ
が
附
丈
的
解
釈
と
、
）
て
ず
み
「
み
ま
で
正
当
か
い
と
っ
か
は

i
も
か
く
、
体
現
し
亡
い
司
令

v

汽
i

円
一
に
、
そ
れ
は
、
州
国
十
占
手

一必口の、

4
川
ム
引
去
の
返
還
訂
ぷ
下
で
の
、
保
＋
訟
の
あ
り
方
、

で
ゴ
ブ
ス
比
九
十
八
九
瓜
す
れ
ば
、
川
uh
権
で
も
費
円
ョ
償
還
で
も
な
く
立
の
布
ム
円
と

、J

て
の
rw一
歳
ヘ
一
」
一
負
人
の
菩
意
、
効
果
、
こ
し
て
の
噌
ぶ
制
他
、
！
日
右
い
が
保
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
保
蕊
存
続
）
で
あ
る
」
ず
な
ね
ら
、

杓
な
る
請
求
株
付
い
り
で
は
な
く
、

か
な
り
弱
め
つ
れ
だ
保
告
主
で
あ
る

北
町
氏
は
、
請
負
人
の
が
弔
問
な
i
l
有
の
存
続
に
伎
十
τ行
さ
せ
る
ド
イ
ツ
以
内
料
－
U
解
、
必
は
ト
イ
ソ
〆
法
杭
臼
の
事
情
ゆ
、
グ
山
で
あ
り
、

ろ
i
日
付
D
u什
怖
を
同
ね
な
い
、
緑
川
坑

η
請
求
権
付
じ
い
ず
が
あ
る
べ
き
お
山
だ
と
さ
れ
る
よ
う
で
忘
る
。

L
h
y－
－
、
ー
出
水
氏
が
不
峻
ず
る
よ

う
に
、
ン
ー
一
訟
も
判
例
も
、
法
定
資
濯
の
五
口
広
取
得
む
よ
う
に
本
来
の
代
余
地
問
潅
へ
の
担
保
什
パ
パ
ナ
で
お
、
れ
、
九
九
四
条
以
下
正
費
出
償
還

ナ3



の
即
時
r
h
T
V
へ
か
椅
利

日
仏
の
行
使
山
川
判
心
経
過
に
よ
る
消
滅
仁
よ
り
、
多
か
れ
少
ヨ
か
れ
依
存
さ
ぜ
て
お
れ
、
そ
の
れ
友
に
薄
め
ら
れ
た
保
護
主
（
川
人
約
げ
は

沼
山
や
債
務
ハ
ヨ
パ
初
授
権
な
ど
の
、
関
係
府
主
者
の
7
4往
い
に
明
「
れ
だ
で
き
る
解
決
が
民
、
き
る
場
制
で
は
）

分
乙
ず

J

る
許
僻
ヘ
l
v

茶
慌
に
あ
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
古
n

法
水
氏
は
京
中
称
山
口
2
費
用
償
還
の
誌
を
必
読
す
る
か
、
て
れ
の
み
な
ら
「
、

い
や
そ
孔
以
i
に

ド
イ
ツ

の
）
費
用
償
還
凶
ぶ
F

強
制
度
あ
る
い
は
質
権
制
民
が
内
仕
さ
い
じ
る
、
占
有
保
存
か
ら
の
制
限
つ

契
機
一
ー
ご
し
て
最
も
且
裂
な
奴
点
で
は
は
い
だ
ろ
う
か

η

フ
メ
ラ
ー
が
こ
の
点
心
転
川
刷
物
訴
権
矧
芯
仰
の
例
外
扱
い
の
契
機
を
け
ん
h
J

ょ
う

ー
一
｛
た
の
ハ
u
d牝
あ
る
併
決
心

ドfゾ決こおける「白色人修宣明一例がII木浩にヲヌ r,,,, J授

に
－
こ
の
計
簡
が
け
本
法
の
文
派
に
移
し
替
予
れ
ば
、
J
市
水
え
の
よ
う
に
常
骨
格
の
合
意
取
得
の
よ
う
な
、
引
な
＋
行
沖
明
推
ヘ
パ
比
約
M
1
A件
付

j• 

"h、
N 

判
例
mv
よ
ろ
に

注
文
台
正
有
者
間
心
事
情
乞
取
η
込
一
パ
〕
形
で
新
規
前
ド
本
格
の
か
一
け
を
制
約
「
る
と
い
、

24r川
に
と
る
心
て
は

あ
る
ま
い
か

v

所
有
有
れ
い
γ
一
て
似
的
態
様
は
詐
パ
L
u
行
為
取
浩
佐
ι
に
ど
の
別
の
制
皮
で
考
慮
す
れ
ば
よ
い

v

結
局
、
藤
原
弐
C
、
半
張
は
、
ド

パ
ー
ツ
）
グ
い
の
判
例
に
込
J

ニ
心
叫
に
も
存
住
し
な
い
評
価
J
V＼

見
す
で
れ
ら
に
依
拠
す
る
阪
で
引
き
問
、
し
て
い
る
と
い
う
州
判
が
り
ム
ド
で
丸
る

一
4
一

一h
有
保
持
に
よ
る
公
不
口
山
三
間
）
か
リ
犯
で
根
本
的
に
宍
と
る
と
は
と
う
て
い
忠
え
た
い

さ
」

て
、－
" &> 

る
1・ 
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ま
三
、
去
じ
じ
い
呆
z色
つ
を

E
Uよ
荷
；
己

z
f
F
4メ
J
f
L
f
f
L
fム
円
。
？
1

会
内
水
説
、
も
藤
原
ぷ
と
阿
松
に
｝
イ

y
rお
け
る
訂
F

以
人
心
伶
則
一
エ
山
下
怖
の
議
論
吹
参
照
し
て
、
白
一
肌
ま
反
問
し
て
い
る
仁
J
U

ハ
と
も
、

ゆ
一
こ
か
ら
一
一
き
出
寸
結
論
は
累
々
り
、
総
涼
一
此
が
訂
白
人
の
所
ム
五
日
同
じ
け
す
る
侵
害
利
得
3

百
ぷ
生
認
め
ゐ
の
に
一
羽
〕
て
、
清
沢
託
ば
p

グ

の
よ
う
な
結
論
に
抑
制
υ

円
で
あ
る
J

U

恨
の
仙
人
ん
ド
」
…
は
、
沼
町
一
誌
の
視
角
ミ
あ
る
。

一
九
八
八
年

、
h

一の
J

問
認
を

般
Tm引

利
口
作
法
に
お
け
る
化
用
物
訴
怪
引
除
の
市
一
μ
怖
か
っ
判
断
L
、
ckい
川
往
時
閉
の
九
口
片
付

ら
、
原
則

i
J

仮
に
認
パ
め
ら
れ
る
J
し
て
も
、
川
有
者
の
第
一
一
者
＼
の
刻
慨
負
担
は
利
引
日
心
続
減
事
出
と
し
亡
椴
く
べ
き
と
す
J

る
。
ー
川
ム
竹
に
対
す
る
信

桜
江
川
護
は
請
求
権
日
午
で
は
仕
ノ
＼
川
氾
保
（
U
K小
法
7
、
は
留
員
権
）
吋
ヲ
で
分
と
γ
Y
G
。
結
論
、
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